
第 2 期第 3 回 羽村市土地区画整理審議会 議事録 

 

1 日時 平成 21 年 11 月 30 日（月）午前 10 時 00 分～午後 12 時 38 分 

2 場所 羽村市役所西庁舎 5階委員会室 

3 出席者 会長 高本正彦、会長代理 黒木中、委員 中野恒雄、島田俊男、神屋敷和子、加藤照夫、

吉永功、小宮國暉、島谷晴朗、武政健太郎 

4 欠席者 なし 

5 議題 1． 福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業にかかる換地設計（案）の見直しについ

て 

6 傍聴者 7 名 

7 配布資料 「福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業における換地設計(案)見直し方針」【資料

1】 

「福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業における換地設計(案)見直しの考え方」

【資料 2】 

「総合的なまちづくり（見直しの前提条件）について」【資料 3】 

 公共空間創出の考え【参考図面 1】 

 換地設計にあたっての前提条件 1(幹線道路網の機能移設等の考え方)【参考図面 2】 

 換地設計にあたっての前提条件 2(土地の利用の考え方)【参考図面 3】 

 換地設計にあたっての前提条件 3(法第 95 条第 1 項の規定に基づく該当箇所等)【参考図面

4】 

 換地設計(案)の見直しにあたって考慮すべき事項 1(街路変更等)【参考図面 5】 

 換地設計(案)の見直しにあたって考慮すべき事項 2(造成計画等)【参考図面 6】 

「換地設計(案)の変更概要について」【資料 4】 

「羽村駅西口地区 換地設計の今後の進め方」【資料 5】 

「換地設計(案)見直し検討エリア図」【参考図面 7】 

 説明資料サンプル 1【参考図面 8】 

 説明資料サンプル 2【参考資料図面 9】 

 説明資料サンプル 3【参考資料図面 10】 

 

 

会長（高本正彦君） 定刻になりましたので、ただいまから、第 2 期第 3回福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理

審議会を開催いたします。 

初めに、会議の成立要件を確認いたします。事務局に本日の出席委員の報告を求めます。 

 

区画整理管理課長（石川直人君） 本審議会の定数は 10 名になってございます。本日の出席委員は 10 名でございます。 

 以上でございます。 

 

会長（高本正彦君） 報告のとおり、本日の出席数は 10 名でございますので、会議が成立していることを確認いたし

ました。 

次に、議事録署名委員の指名ですが、本日の署名委員は、議席番号 5 番の加藤委員と議席番号 6 番の吉永委員にお願い

いたします。よろしくお願いします。 

なお、本日の会議ですが、事前に資料が配付されておりますが、その内容から公開で行うものとしたいと思いますが、

よろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

会長（高本正彦君） ありがとうございます。 

それでは、区画整理審議会の傍聴に関する取り扱い要綱第 2 条に基づく傍聴者は、現在 7 名でございます。傍聴者の入

場を許可しますので、事務局、よろしくお願いします。 

 

（傍聴者入室） 

 

会長（高本正彦君） 全員、おつきになりましたでしょうか。傍聴者の皆さん方に申し上げます。審議会の進行が損な

われないよう、受付で配付しました遵守事項を守られて傍聴いただきますよう、お願い申し上げます。 

それでは、開会に先立ちまして、北村副市長からごあいさつをお願いいたします。 
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北村副市長、よろしくお願いいたします。 

 

副市長（北村健君） おはようございます。副市長の北村でございます。貴重なお時間をいただきまして、一言ごあい

さつを申し上げます。 

本日、第 3 回の羽村駅西口土地区画整理審議会の開催に当たりまして、委員の皆さんにおかれましては、大変ご多忙の

ところご出席を賜りましてありがとうございます。また、日ごろは市政の運営に対しまして特段のご協力を賜っておりま

して、改めまして厚く御礼を申し上げます。 

さて、換地設計案見直し作業でございますけれども、「換地設計（案）見直し方針」並びに「見直し方針（案）に対する

審議会からの審議報告書」をもとに、権利者からお寄せいただきましたご意見・ご要望を踏まえつつ、換地設計（案）の

見直し作業にこれまで取り組んでまいりましたが、おおむね作業が整いまして、説明を申し上げる段階に至りました。 

今後は、この見直し内容について土地区画整理審議会のご意見をお聞きしていくことになりますけれども、できる限り

早く、すべての権利者の皆さんに見直しを行いました換地設計（案）をお示ししてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

本日の審議会でございますけれども、その前段といたしまして、換地設計（案）の見直しに関する今後の審議会の進め

方等についてご説明を申し上げるものでございます。よろしくお聞き取りをいただきまして、ご了承を賜りますようお願

いを申し上げます。 

以上、簡単でございますが、開会に当たりましてのごあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

会長（高本正彦君） ありがとうございました。 

それでは、次第に基づきまして、議事に入りたいと思います。 

なお、発言する際の注意点についてお願いいたします。発言する際は挙手をして、指名を受けたら、議席番号と姓名を

告げてから発言をしてください。 

本日の会議につきましては、「羽村駅西口土地区画整理事業にかかる換地設計（案）の見直しについて」が議題になって

おります。配付資料が大変多くございますので、まず、資料の説明をお願いいたします。 

区画整理事業課長、よろしくお願いいたします。 

 

区画整理事業課長（阿部敏彦君） それでは、資料の説明に入ります前に、本日お配りしております資料の確認をお願

いしたいと思います。 

まず、資料 1 でございますけれども、「福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業換地設計（案）見直し方針」でご

ざいます。 

資料 2でございますけれども、「福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業における換地設計（案）見直しの考え方」

でございます。 

資料 3でございますけれども、「換地の設計において基本的に考慮した項目について」というものでございます。 

参考図面 1でございますけれども、「総合的なまちづくりの概念（公共空間の創出の考え方）」。 

裏面が参考図面 2 でございます。「換地の設計にあたっての前提条件 1（幹線道路網の機能移設等の考え方）」でござい

ます。 

参考図面 3でございますけれども、「換地の設計にあたっての前提条件 2（土地の利用の考え方）」でございます。 

裏面でございますけれども、参考資料 4 でございまして、「換地の設計にあたっての前提条件 3（法第 95 条第 1 項の規

定に基づく該当箇所等）」でございます。 

「換地設計（案）の見直しにあたって考慮すべき事項 1（街路変更等）」、参考図面の 5でございます。 

裏面でございますけれども、「換地設計（案）の見直しにあたって考慮すべき事項 2」でございまして、造成計画等でご

ざいます。 

ここまでよろしいでしょうか。 

続きまして、資料の 4でございますけれども、「換地設計（案）の変更概要について」ということで、裏面までのものが

1枚。 

それと、次のサンプリングでございますけれども、「羽村駅西口地区の換地設計の考え方」、資料 5でございます。 

裏面に、「換地設計（案）見直しの検討エリア図」、参考図面 7でございます。 

続きまして、「説明資料サンプル 1」、参考図面 8でございます。 

大丈夫ですか。 

続きまして、「説明資料サンプル 2」、参考資料図面 9でございます。よろしいですか。 

最後に、「説明資料サンプル 3」、参考資料 10 でございます。 

以上の資料が本日お配りをしている資料でございますけれども、落丁等はございませんでしょうか。よろしいですか。 

それでは、順次、資料の説明に入ってまいりたいと思います。 

初めに、お手元の資料 1でありますが、先ほど申し上げたとおり、審議会の意見をお聞きし、平成 21 年 3月 3日付で決

定をいたしました「福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業換地設計（案）見直し方針」でございます。この見直
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しの方針につきましては、資料 2 にお示ししているとおり、既に決定済みの換地設計基準、私道取扱い方針、減歩取扱い

方針、分譲マンションの宅地における取扱い方針などの諸基準を前提としたものでございます。 

平成 20 年の 7月 24 日に開催しました第 1期の第 30 回審議会から、平成 21 年 1月 28 日に開催しました第 33 回審議会

にかけ、施行者から提出し、見直し案に対し各委員の意見をお聞きし、審議会会長の裁定によりまして、平成 21 年 2 月

12 日に開催しました第 34 回審議会において、各委員からの異なる意見等も換地設計（案）の見直しに当たって施行者は

尊重するものと附帯意見を付して取りまとめられました経過を踏まえ、施行者として決定したものでございます。 

本方針は、6 項目を柱としたもので、第 1 項目として、今回の見直しに際しましては、換地の位置、間口形状、日照及

び宅地の接道に関するものとし、既に都市計画決定されているのは、原則、見直しを行わないものとしたものであります。 

第 2は、換地位置に関する見直しに対する考え方として、6つの基本的考えをお示ししておりまして、主な内容として、

位置変更に関する見直し、原位置付近の換地に関する見直し、角地の換地に関する見直し、墓地等に関する見直し、鉄道

沿線に関する見直し、その他の項目に関する見直しであります。 

第 3 は、間口形状に関する見直し、第 4 は日照に関する見直し、第 5 は宅地の接道に関する見直し、第 6 はその他換地

設計（案）の見直しに関するものとして、いずれも従前地の土地利用状況に照らしまして、対応するものとしたものであ

ります。 

以上が換地設計の見直し方針の骨子でございます。 

続きまして、資料 2でございますけれども、「福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業換地設計（案）見直しの考

え方」につきまして、ご説明いたします。 

換地設計（案）の見直しを進めるに当たりましては、基本的な取り組み姿勢としましては、既に今ご説明をいたしまし

た見直し方針を基本としておりまして、その方針を補完するための考え方を示したものが、この資料 2 であります。これ

から申し上げる、既に権利者の皆さんにお示ししているものを第 1 次換地設計（案）という形で表現させていただきたい

と思います。今後、これから換地設計をお示しするものが第 2 次案という形でご理解をいただければというふうに思って

おります。 

第 1次換地設計（案）に対しましては、580 人・871 件の多くの意見要望書が寄せられておりまして、これらに対する考

え方として、1 つの基準として、これまで審議会の意見をお聞きし、既に決定しております。換地設計基準、私道等取扱

い方針、減歩緩和取扱い方針、分譲マンションの宅地における取扱い方針、換地設計（案）見直し方針を遵守することを

基本としまして、これまで審議会で各委員が発言されました内容を尊重し、2 として、第 1 次案見直し方針等について検

討した事項として、取りまとめております。 

意見要望の内容の審議方法等における意見といたしましては、資料 2 に掲載しておりますとおり、6 つの意見の趣旨に

区分されます。これに対する対応及び説明といたしましては、意見要望書の写しを審議会委員用に常備し、審議会委員が

確認できるよう対応することとして、また、わかりやすい資料の提供に努め、意見要望書等整理表を作成し、見直しの対

象とする事例と見直しの難しい事例をお示ししていくこととしております。この考え方につきましては、後ほど改めてご

説明をさせていただきたいと思います。 

なお、意見要望書に対し、見直し方針を審議する段階で細部まで確認すべきか否か、意見要望の内容を踏まえた見直し

内容を審議会へ説明してほしいという意見に対しましては、区域別及び街区別に意見要望書等を取りまとめ、検討結果に

基づき、換地想定位置を変更しておりますので、次回以降の審議会におきまして説明していく考えでございます。 

次に、資料 2 の 2ページ目でございますけれども、2の第 1次案の見直しに関する今後の進め方についてでありますが、

同じく 3 つの意見の趣旨に区分されております。その対応及び説明といたしましては、今後の進め方を示してほしいとの

意見に対しましては、第 2 期第 1 回審議会におきまして、既に換地設計の今後の進め方についてフロー図により説明をし

ております。なお後ほど、資料 5 の羽村駅西口地区換地設計の今後の進め方について、再度、行程等をご説明いたします

が、基本的には意見要望書を踏まえた換地設計（案）の見直し検討をした結果に基づきまして、第 2 次案の換地想定位置

につきまして、次回以降、区域別及び街区別に分けましてご説明していく考えでございます。 

次に、3の第 1 次案見直し方針（案）についてでありますが、4つの意見の趣旨に区分され、既に都市計画決定をされて

いる事項に関する意見で、検討結果として、都市計画決定に係る変更は、原則として行わないものとしたものであります。

なお、4として、各委員からの意見として、審議会の中で各委員から出されました主な意見として、(1)の「施行者が何を

基準に換地を組んだかを、明確にしてほしい」から、(8)の「間口、形状等の問題を解決してほしい」の 8項目が挙げられ

ています。ご意見を踏まえまして、今後の審議会の中で対応していく考えであります。 

続きまして、資料の 3 でございます。換地設計において基本的に考慮した項目について、ご説明いたします。ご承知の

とおり、羽村駅西口土地区画整理事業のコンセプトを総合的なまちづくりの前提条件として、歩道のループ化や交差点の

改良、地区面積の 3％以上の公園緑地の確保、東京都における自然の保護と回復に関する条例を遵守し、緑地保全を図る

こととしております。 

1 としまして、街路構成につきましては、幹線と幹線を結ぶ区画道路は幅員を 6 メートルとし、それ以外の区画道路は

幅員 5 メートルを基本とする。また、歩行者動線の利便性や安全性を考慮し、特殊道路は原則として幅員 4 メートルから

4.5 メートルとし、隅切りを設け、視認性を向上させることを基本とし、見直しを行いました。なお、街路構成における

設計上の課題として、接道間口長の確保、減歩緩和の 2 つの視点から、見直しにおける対策として、街路を追加して間口

と奥行きのバランスの検討、幅員 5 メートルの区画道路の設定及び 6 メートル街路の幅員縮小の検討を行うものとし、検

討概要として幅員 5 メートルの区画道路の位置づけ、隅切り長を 4 メートルから 3 メートルに変更、クランクとする箇所
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の隅切り長は視認性を向上するため 5メートルを確保するものといたしました。 

2 の公園につきましては、この地区には多くの散在墓地がありますことから、墓地跡地に対する換地の取り扱いにつき

ましては、基本的には区画道路、公園、ポケットパーク等の公共用地を配置することを基本として見直しを行いました。

なお、公園の配置における設計上の課題としまして、換地の位置の考慮、画地形状の整形化、散在墓地跡地の取り扱いの

3 つの視点から、見直しにおける対策として、公園の位置や規模の変更を検討するものとし、検討概要としまして、画地

形状の整形化に配慮、ポケットパークの位置の決定については、最終的に決定するものとして見直しを行いました。 

なお、資料 3 の 2ページの換地条件につきましては、それぞれ参考図面 1から 6 に基づきましてご説明いたします。 

初めに、参考図面 1 でありますが、総合的なまちづくりの概念として、新たな公共空間の創出としての機軸となります

都市計画道路や、都市計画公園、都市計画緑地の整備、保全を図ることによりまして、安全性、快適性、利便性にすぐれ、

景観に配慮したまち並みが形成されていくとの基本的なコンセプトをお示ししたものであります。これは以前からパンフ

レット等でもお話をしている内容でございます。 

次に、裏面の参考図面 2 でありますが、換地設計に当たっての前提条件の 1 としての幹線道路網の機能移設等の考え方

であります。現在、この地区の幹線的要素を持つ旧青梅街道や一中通り、青い部分の線でございますけれども、機能が、

新たな都市計画道路、今度は実線のほうに、点線のほうから実線のほうに機能が移ることとなりますことから、羽村駅等

へ向かう動線、旧道の商業系用途地域等が、新たな都市計画道路へ接道するよう、換地位置に配慮する必要があります。

そのほか、地区界沿いや既存の幹線道路に対する宅地におきましても、現在の土地利用状況を踏まえ、換地位置を設定し

たところでございます。 

次に参考図面 3 でありますけれども、換地設計に当たっての前提条件としての土地の利用の考え方でございます。骨格

の街路を形成する過程におきまして、土地利用の考え方の見直しを行う必要がありますことから、現段階では、幹線道路

の機能の移設とともに、あくまでも、現在、指定をされております用途地域の指定状況を踏まえまして、新たに設定する

必要があります。これは以前にも既に案としてお示しをしていますけれども、今後、土地利用の考え方につきましても、

照応性の重要な要素となりますことから、業務用の用途系に属している現在の土地利用状況に配慮した換地位置を設定す

ることが望ましいというふうに考えております。また、用途地域の指定につきましては、換地設計の決定に合わせ指定し

ていくことが必要となりますことから、用途地域の指定手続等につきましても、審議会に今後ご説明しながら、対応して

いく考えであります。 

次に、参考図面 4でございます。換地設計に当たっての前提条件の 3としまして、土地区画整理事業第 95 条第 1項の規

定に基づく該当個所等でございます。換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定める法第 95

条第 1 項の該当地を事前にチェックした図面でありますが、第 1 期審議会においてすべて決定されているものを頭上にお

示ししたものでございますので、ご理解いただければと思います。 

次に、参考図面 5 でありますけれども、換地設計（案）の見直しにあたって考慮すべき事項 1 として、街路変更であり

ます。基本的には、意見要望書等の内容を踏まえた新たな街路の追加及び変更等を検討するとともに、稲荷緑地の復元や

散在墓地跡地のポケットパーク化を前提とした換地の設計に考慮する必要があります。これを現状におけます都市計画道

路網、今までの前提条件を踏まえた中で相対的にその必要があるということの考慮すべき事項として挙げたものでござい

ます。 

次に、参考図面の 6 でございます。換地設計（案）の見直しにあたって考慮すべき事項 2 として、造成計画等でありま

すけれども、地区内の標準高は、事業計画における既存の資料データでは、事業計画でも既にお示しをしてございますけ

れども、約 135 メートルから 149 メートル、約 14 メートルの高低差がございます。これは事業計画上では既に示してござ

いますけれども、北西側が高く、図面の左側が高くということになりますけど、南東に向けて勾配が約 1％ぐらいの傾斜

になっておりまして、新奥多摩街道から西側の区域、つまり川崎地区に向かって、多摩川に向かってさらに下がっており

ます。このため、特に都市計画道路 3・4・12 号線の新奥多摩街道から奥多摩街道までの周辺地域の地盤の高さと、各街路

へのアクセスについて考慮する必要があります。 

現在、市のほうで宅地計画の造成高についての測量調査等はすべて終了してございまして、審議会のほうでもご説明い

たしましたけれども、今後、CG 等で高低差についてはお示ししていきたい。実際の高さでいきますと、先ほどの事業計画

上では 135（メートル）から 149（メートル）、14 メートルというご説明をいたしましたけれども、実際は 135（メートル）

から、実際には 156（メートル）ぐらいまでの高さになって、21 メートルぐらいの高さになろうかなというふうに思って

います。これは計画上では地盤は川崎の一番南側になるわけですけれども、これは造成の一番上の高さのところのレベル

をとっているのと、下をとるのとの違いでございまして、川崎におきましては、約 7 メートルぐらいの高低差があるのか

なというふうに考えております。 

このことから、宅地計画高の検討、その他調査業務等を行っておりますので、今後、計画高及び立体的なイメージ図を

審議会にお示しするとともに、換地設計（案）の決定に向けた資料として、権利者の皆さんにもお示ししていく考えでご

ざいます。 

次に、資料 4 の換地設計（案）の変更概要についてご説明いたします。冒頭、見直し方針でもご説明いたしましたが、

見直しの内容は換地位置、間口形状、日照及び宅地の接道に関する事項を基本としまして、土地区画整理法における照応

の原則を総合的にとらえ、可能な範囲で見直しを行うことといたしました。 

1 の換地位置に関する見直しについての要望趣旨としては、原位置換地要望、角地要望、墓地跡地に重ならないように

との要望が挙げられておりまして、それぞれの対応としましては、原位置換地要望につきましては、公園の配置及び街路
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追加変更を前提とした相対的な換地変更により検討することとし、一定の区域において収まり切らない場合には、居住の

用に供している宅地を優先的に原位置付近に換地することとし、その他の画地は駅との距離を考慮し、対応することとし

ました。 

位置設定の優先順位ですけれども、1つ目としては、用途地域との整合、2としましては距離、これは駅・従前地からの

距離という形です。3として、居住地であるか否か。4としては、画地の規模の適合性。5としましては、飛換地の意向の

順としております。 

角地要望につきましては、従前地が角地の場合は、街路の追加を前提とした相対的な換地変更により検討することとし、

従前地が角地でない場合は対象外といたしました。 

なお、換地位置の優先順位としましては、従前地が角地、2として距離、3としましては方位の順としてございます。 

墓地跡地対策としては、区画道路やポケットパーク等の配置換えを基本としまして、散在墓地対策の優先順位としまし

ては、1つとして道路、2が公園、3が従前所有者の換地、4が保留地、5が墓地跡地への換地要望等、6としまして墓地跡

地の要望の順としてございます。 

なお、散在墓地跡地の課題として、見直しの中で従前墓地跡地と換地先が重なる箇所が、実は 1 カ所ございます。この

箇所は、従前地の土地所有者と同一な所有者でありますので、先に示しました第 1 次の換地案に対しまして、この位置変

更等の要望に対しましては意見をいただいておりませんので、現在の状況の第 2 次案におきましても、この 1 カ所につき

ましては、従前のとおりの対応といたしました。それ以外の墓地跡地につきましては、先ほど申し上げました道路、公園

等、このようなものを優先順位に換地を組みかえているというふうにご理解をいただければと思います。また、墓地跡地

と重ならないように、ただいま申し上げたように考慮しました結果、原位置付近での換地が困難である箇所が数カ所ござ

います。つまり、墓地跡地に重ならないように換地を入れていくというふうな形になりますと、すべての画地が入り切ら

ない、こういう場所がございます。このことから、前にもご説明していますように、重ならないために、若干位置を変更

せざるを得ない。つまり、今の一定の場所から飛んでいくという箇所が何カ所があるということで、これはそのブロック

の際にご説明をしていくという形になります。 

なお、この場合には権利者が原位置付近を要望する場合に、墓地の一部が重なることを了承していただけるならば、原

位置付近に戻せるよう変更する考え方としてございます。つまり、若干の重なりだったら結構ですよとご承諾をいただけ

れば、そういうふうな換地の構成も見直しの対象として追加をしていきたいというものでございます。 

次に、資料 4 の 2 ページ目、裏側でございますけれども、2 の間口形状に関する見直しについてですが、要望趣旨とし

ましては、間口の確保、形状の要望が挙げられております。それぞれの対応としまして、間口の確保につきましては、街

路の追加や変更を前提とした相対的な換地変更により換地することとしております。従前地が袋地や無接道道路敷地につ

いては、普通地となるよう検討することとしておりまして、この場合に、街路追加の検討要素としては、段階的な街路構

成が必要となりますので、要望を考慮できるか、他の換地の影響等により勘案し、照応が担保できるかなどの観点から検

討を行っております。地区内に袋地、あるいは無接道の用地がございます。こういう方につきましては、ご承知のとおり、

すべて区画街路に面するように措置をしますというお話をしてまいりました。ただ、その優先順位として、その位置関係

について考慮する必要があるということでご理解をいただければというふうに思ってます。 

形状の要望につきましては、本事業におけます街路計画は、格子状の街路構成を基本としておりますので、地形的な条

件、水道道路や墓地跡地等における街路変更等が困難な場合を除き、これは東京都の導水管道路が川崎地区に走ってござ

いますから、この線形を変更することは不可能でございますので、それとの整合、このような問題が発生してくることは

ご承知のとおりかと思いますけれども、この辺の対応のお話でございます。各宅地の形状が整形となるよう検討いたして

おりますので、今後、街区形状の検討におきましては、他の換地への影響等により、照応の原則が担保できるのかどうか、

検討していく考えでございます。 

次に、3 の日照等に関する見直しについてですが、要望趣旨としては、道路に対する宅地の向き、日照が挙げられてお

りまして、それぞれの対応としまして、道路に対する宅地の向きにつきましては、本地区の計画街路は北西から南東方向

に、新奥多摩街道と JR 青梅線が平行に整備されておりますことから、段階的な街路構成を踏まえますと、従前の街路網に

対しまして大きく変化するため、正面道路の方向を基本に、東西南北の割合を比較しまして、道路に対する画地の向きを

検討いたしました。また、袋地及び、先ほど申し上げた無接道道路地につきましては、近傍の普通地の状況を踏まえた接

道方向を検討することとしておりまして、宅地の方向の優先順位としましては、方位で申し上げると南、東、西、北の順

という形で検討いたしました。 

日照につきましては、本来、用途地域の指定に基づく建築物等の建築時における建築基準法における日照権が担保され

るものでありますことから、換地設計におきましては、道路に対する宅地の向きについて検討することといたしました。

なお、従前の隣接地に建物がなく、日照が確保されているなどの意見の中では、換地後の隣接地が空地を確保できるかど

うかというケースはなかなか想定できないものでございますので、要望に沿うのは難しいものと考えております。 

 

以上が変更概要の内容でございます。 

 

続きまして、資料 5でございます。 

 

委員（神屋敷和子君） すみません、一度切っていただきたいんですけど。もう頭の中が……。ここからは進め方の話
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ですよね。知りたいことがある。 

 

区画整理事業課長（阿部敏彦君） 今ご意見いただきましたように、1 から資料の 3 までは第 1 期の審議会の中で進め

てきた内容をご説明をした内容でございますので、今言われたように、第 4 のところにつきましては、今後の考え方とい

うふうな形ですので、いかがいたしたらよろしいでしょうか。 

 

会長（高本正彦君） 今のご意見が出たんですけど、私も今の説明をききながら、一度整理したほうがいいかもしれま

せん。したがいまして、資料 4 のところまでの説明の中で、質問等があればお受けしたいと思いますが、よろしくお願い

します。 

 

委員（神屋敷和子君） 4 番・神屋敷です。 

今、阿部課長さんからのご説明がありまして、資料 1 から 3 までは前にやったことだということなんですけれども、ち

ょっと換地設計（案）見直し方針のことについて、私、お聞きしたいことがあるので、ちょっとここで言わせていただき

たいんですけれども、まず、見直し方針の決定までの経過の問題、それから、5 月 7 日に初めて 2 期の 1 回目の審議会が

開かれたときに、私が皆さんの前で申し上げたと思うんですけれども、私の意見のところが訂正されてないままだという

ことをお話ししました。この 2 点について、まず、決定までの経過なんですけれども、3 月 3 日に施行者が決定したとい

うことを、私とか、ほかの方もそうだと思うんですけれども、後からわかったことで、私の場合は 6 月の市議会のときに

市議会議員さんからの質問で、「見直し方針はいつ決まったんですか」という、審議会のほうに説明はあったんですかとい

うことがありまして、そのとき初めて、3月 3日に決まったんだということを聞いてびっくりしました。 

それで、その 5 月 7 日のときにも、私が、「まだ換地設計（案）見直し方針が決まっていないのに」、この席では市長さ

んもいらっしゃったと思うんですけれども、新しい調整案を示すということを、やっていくというのはおかしいのではな

いですかということを言いました。そういたしましたら、「まだ調整段階に入る段階ではないのではないですか」って、私

のほうから言いました。そうしたら、そのときに市のほうの説明でも決定したというようなことは一切言っていません。5

月 7日の段階で、青木部長さんも、まだ案を定める、「この方針案を定めるためにそこのところだけ議論していると、なか

なか換地の修正案ができてこないんで、図面の割り込みができないから、この審議会から施行者あてに出されたこの文書

をもとに、今現在、市のほうでは十分な、詳細についてそれぞれ説明ができるように取り組んでいる。」ということで、青

木部長さんも決定したという説明はしていません。 

それから、阿部課長さんのほうも、「施行者に報告させていただいています。」ということで終わっています。それで、

高本会長さんも、その報告、こういうお話を聞いて上申した、「取りまとめたものを上申したものだということで理解する。」

っていうことになっています。ですから、この段階では、5 月 7 日の段階で、私たちには全然そういう、決まったってい

うことは知らされていないんです。 

それで、以前も、これは 1 期 31 回のときに、参事の方が見直し方針案が決定したら、「まちなみ」で知らせるというこ

ともおっしゃっているんですけれども、それもしていないんです。それで、私はこの 5 月 7日の 2期 1回目の審議会の後、

私は、私の意見が訂正されていないまま、何ていうんですか、資料として配られているので、ちゃんと訂正してください

ねって言ったら、「はい」っておっしゃったんです。それで、私は訂正したものを、もしかしたらなくしてしまってたら困

ると思いまして、また印刷してお渡ししたんですね。それが、お渡ししたのは、だから 5 月の 7 日の後の 5 月の 12 日に、

私はその、私の意見を訂正したのを市の管理課のほうにお渡ししてます。で、そのときも、もし決定していたんであれば、

私が、その以前にちゃんと期限、管理課の方とお話し合いをしながら、私の意見を訂正してもらうっていうか、ニュアン

スが違っていたら訂正してくださいっていうことを審議会の中で言われたわけですね、私たちに。だから、私のところは

たくさん意見があるんですけれども、関係ない意見も載っていたり、換地設計の調整とか、そういう言葉の意味が権利者

の方々にわかりにくいから直してくださいとかいうようなことを何回も何回も、同じ日のところに載ってしまってるので、

これはまとめたほうがわかりやすいと思いますとか、あと、ニュアンスが違うものがありますということを申し上げたん

です。でも、それがそのまま、後になって、もう 3 月 3 日の段階で決まっていたっていうこと、こういうことはどうして

こういうことが起きるのかっていうことを、私はまず聞きたいんですけど。 

 

会長（高本正彦君） 神屋敷さんの今の質問、意見なんですけど、大変長くて、詳しくご説明いただいたんですけど、

できるだけ、今後、ご質問については簡潔にお願いしたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

それでは、理事者側、お願いします。 

 

区画整理事業課長（阿部敏彦君） ただいまの一連の換地設計の見直しの方針につきましてというふうなお話で、ご承

知のとおり、区画整理事業の法的な体系の中で申し上げると、換地設計の見直し方針というのは、基本的に審議事項の対

象でもございませんので、私ども施行者が、今後換地の見直しを行う際にどのように対応していくか、基本的な考え方を

皆さんにお示しをしまして、先ほどご説明をしましたように、平成 20 年の 7月の 24 日に開催しました 30 回から審議会に

意見を聞きまして、それぞれ審議委員、今言われます神屋敷委員が言われてるようなご意見もいただいてございます。 

そのような中で、平成 21 年の 2月の 12 日に開催しました第 34 回、以前、会長の裁量によりまして、各委員からの異な

る意見等も、換地設計（案）の見直しに当たって施行者は尊重するものというふうな附帯意見をいただきました。これを
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受けまして、施行者としてそういうような内容を踏まえまして、既に一番最初からお示しをしている資料の 1 の中で、一

番議論をいただいたのは都市計画変更の問題でございまして、それ以外のものについては、ほぼ原文と同じような内容で

す。これはいろいろな意見があろうかというふうに思いますけども、基本的にはこの方針で進めていきますよというふう

な形で、施行者がお示しをして意見を聞いた、そういう成果の中で、3 月 3 日付で施行者として決定をしているものであ

る。 

ただ、この文書的なものの言葉じりをとってどうのではなくて、これから申し上げていきます。換地の実際の変更に当

たってご説明していく内容の中で、今申し上げているこの換地設計の基本的な内容が把握をされていればよろしいのでは

ないかというふうに施行者としては考えておりますし、基本方針としてそのことをお示しをしたことによって、これに準

拠した見直し方針を進めているということで、私ども、今まで正確にその基本方針云々というようなものをお示ししてい

なかったというふうな形になりますけれども、換地設計の見直しが固まった段階で、これはお示しすべきだというふうに

考えてございまして、今回、この基本方針は一番最初に持ってきた。そのことによって、当然のごとく、「まちなみ」のほ

うにもこのことについて掲載をして、権利者の方々にも周知をして、見直しの内容に入っていきますということを、これ

を契機に報告をしていく考え方でございますので、ご理解いただければと思います。 

以上です。 

 

会長（高本正彦君） 今の関連ですか。神屋敷委員。 

 

委員（神屋敷和子君） 4 番・神屋敷です。 

今、審議会に、こちら、何ていうんだ、施行者で決めるものだっておっしゃったんですけれども、結局、そこの取りま

とめられた各委員からの意見等を尊重してということも書いてありますし、それから、その次の資料の 2 や資料の 3 や何

かも、これも審議会から出た意見の主旨がまとめられていったものだと思うんですね。それで、やはり審議会委員の意見

がまとめられて、こういうふうに見直し方針になったというプロセスがきちっとわからない限り、この方針というのがね、

ほんとに審議会の意見を尊重したものかどうかということを、聞くだけというふうになってはいけないと思うんです。審

議委員の意見は聞くだけ、聞いただけということじゃなくて、きちっとまとめられたというプロセスが地権者の方に見え

なきゃいけないと思うんです。 

で、問題は審議委員がわかるだけじゃなくて、これからいろんな問題が起こっていく中で、地権者が事務所のほうに行

って、備え付けのこういう資料を見たときに、ああ、こういう経過で、ここの方がこういう意見を言って、市のほうとし

てはこうまとめて、見解を出されて、それでこういうふうになっていたんだなというプロセスがわからないといけないと

思うんです。で、そのために私は、今までもきちっと意見を言ってきたし、ニュアンスの違うところは直してきたし、ま

とめるものはまとめて、権利者がわかりやすいようにしてほしいということで言ってきたんですね。ですから、やはり経

過がね、審議委員の意見を聞くだけということじゃなくて、ちゃんと 3 月 3 日に決定していたんであればね、それで、何

ていうんですか、前の新井会長さんも 2 期の審議委員に送るって言ってるんですよ。だから、2 期 1 回のときに、なぜこ

れだけの意見が出て、見直し方針（案）としては、市としてはこういうものにしたいということを諮るということを、諮

るというか、報告でもいいんですけど、諮るってこともしてないんですよね。で、5 月 7 日はまだ決まってないようなふ

りをして、知らないうちに 3月 3日に決まっていたっていうことじゃないんですか。 

 

会長（高本正彦君） ちょっとよろしいですか。先ほどから同じ質問が繰り返されて、違った表現で同じようなことを

発言されていると思いますが、この件で、ほかの委員の方でどなたか、この件でご発言なさる方、いらっしゃいますでし

ょうか。 

 

委員（島谷晴朗君） 3 番・島谷です。 

 

会長（高本正彦君） はい、島谷委員。 

 

委員（島谷晴朗君） 2 点言います。まず、会長さんね、その審議委員の発言を、やはりよく聞いて、そして、それに

対して同じ質問だとかどうのとか言わないで、ちゃんとした回答がないから再質問したくなるんですよ。そのこと、第 1

点。 

それから 2 点目。今言ったとおり。3 月 3 日に知ったということは、私も市議会を傍聴して初めて知ったんですよ。そ

れも 6 月議会に。いいですか。その間に、第 2 期の第 1 回、第 2 回審議会、あったでしょう。何にもそれ出てこないでし

ょう。こういうの、おかしいと思わないですか。審議委員を無視してるんですよ。私はそれが非常に腹立たしい。事務局

はあるんですよ、審議会の事務局。何やってるんですか。 

以上。 

 

会長（高本正彦君） これは審議会委員の我々が、市政の、あるいは議会でどういう発言の議論をされているかという

のを直接知る立場じゃないわけですね。それで、それが施行者を通して、区画整理、いろいろ関係する部分について審議

会の意見を聞くという段階で、我々がそれに対して意見を言うと、こういう立場だと、我々、思っております。したがい
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まして、直接議会でこういうことがあったのを知らないのか、審議会委員、知らないのかということについては、私はち

ょっと、ご発言はいかがなものかなというふうに思います。 

 

委員（島谷晴朗君） 島谷、3番。 

 

会長（高本正彦君） 島谷委員。 

 

委員（島谷晴朗君） ちょっと意味がよくわかりませんが。今の会長の意味がよくわかりませんが、いや、僕はね、自

主的に市のほうが 3 月 3 日決まりましたよっていう、第 1 回、第 2回の審議会になぜ言わないんですか。それを聞いてる

んですよ。答えてください。 

 

会長（高本正彦君） 施行者のほうで、今の島谷委員のご質問に対してお答えいただきたいんですが。はい、どうぞ。 

 

区画整理事業課長（阿部敏彦君） 先ほど、神屋敷委員のほうにもお答えしましたように、基本的な方針につきまして

は、各委員の意見をいただいて云々だというふうな形で、もう、第 1 期から第 2 期にそういうふうな形で送られていると

いう表現を、先ほど神屋敷委員が使われておりましたけれども、施行者として基本的な姿勢としての基本方針は、内規的

にも、内部で 3 月 3 日で決定をしているわけでございまして、それが大きく変わっているわけではございませんので、原

則としてという項目だけが加わったという内容でございまして、これに基づく基本的な話についての方針については、皆

さんにもご説明をして、いろいろな意見をいただいた。こういうプロセスについて、すべての換地設計（案）の見直し、

実際の作業の流れが固まった段階でご説明をしていくというふうな考え方で、第 1 期の 5 月 7 日に開催したときに、今後

の取り組みの考え方についてもフローでご説明をした。プロセスの中でご説明をしてるわけでして、基本方針が決定をさ

れているこの内容の 1 文字 1 文字がどうのというふうなことではなくて、換地設計に実際にどういうふうに生かされてい

くべきなのかというふうな形のほうを、私ども施行者としては優先をしてきたわけでして、見直しの方針の骨子が固まっ

た段階で、本日、すべての資料としてご説明をしまして、先ほど神屋敷委員が言われますように、資料の 2 以降につきま

してはその流れについてご説明をしたものでございますので、ご理解をいただければというふうに思っております。 

 

会長（高本正彦君） 3 番・島谷委員。 

 

委員（島谷晴朗君） ああいう饒舌は、時間が長くなる。時間を短く簡単に言えと言ってください。むしろ、ああいう

詭弁を堂々とやられたら困る。 

僕は、いいですか、これは私たちのミスでした、申しわけございません、謝ったらいいじゃないですか。そういうこと

もできない。それで審議委員のせいのようなことを言われたんでは、ほんとにかなわん。 

 

会長（高本正彦君） はい、どうぞ。 

 

委員（武政健太郎） 9 番・武政です。 

私、ちょっと発言の内容がよく理解できませんでしたので、改めてちょっと、ずっと考えてみたんですけど、この区画

整理の見直しをするための、何ですか、考慮する点を、要するに、書面で出せということなんでしょうか。そういう決定

を審議委員に出せということなんでしょうか。 

 

会長（高本正彦君） 今、私、委員長の立場からもお願いしたいのは、武政委員がおっしゃっているとおり、お二方は

それなりのご理解なり、立場でもってご発言されている。あるいは、そのほかの方でも、失礼しました、ご存じの方はい

らっしゃると思うんですけど、我々は中身を全然わからないんです。何の議論してるかわからないということで、そうい

った内容について、この審議会でこの議論をするのがふさわしいかどうかも含めて、ちょっとご意見いただきたいと思い

ます。 

 

委員（神屋敷和子君） 4 番・神屋敷です。 

前にもこのようなことが実はありました。基準地積決定準則というもので、このとき、小宮委員さんのほうからもお話

があったんだと思うんですけれども、知らないうちに決まっていたと。ちょっと基準地積を決める、そういうお話で、換

地設計基準とかそういう話のときに、基準地積決定準則、これは中身がわかりにくいといって、今、市議会のほうでも陳

情で出てたりしているものなんですけど、地権者にとっては、やっぱりこういう、いろんなものがわかりやすくなければ、

それから、経過に関してもわかりやすく出てこなければだめなんですね。 

それで、武政委員の言ったことはこういうことなんだ、私が説明すれば、皆さんから意見が出ました。580 人、八百何

十件ですか。それをまとめたものに関して、じゃあどうしたらいいかということで、いろいろ見直しするためにはどうし

たらいいかということで意見を言ったんですね、審議委員が、1期の審議委員が。そしたら、いろんな意見が出たんです。

で、都市計画道路は変更しないっていうことを、それはおかしいんじゃないかということで前期のいろんな方から意見が
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出たりということで、かなり新井（前）会長さんのほうも、この事業はとても大変な事業であるので、30 回、31、32、33

回と 4回に分けて皆さんの意見を聞いてくださったんですね。どうしたらいいかということを。 

それをまとめたものが、この間、皆さんに市のほうから渡されたと思うんですけれども、これはとじてくださいってい

って、たくさん審議委員の意見の要旨一覧表というのがあるんです。で、これを本当はまとめて、見直し方針という形で

きちっとしたものにしたかったんですけれども、非常にたくさんの意見が出てきてしまって、じゃあ、みんなを併記して、

この見直し方針（案）という市から出したものをつけて、それから会長さんの、これからこうしてくれと、2 期の方に引

き渡しますというような内容のこともそこにはニュアンス的にも入っていて、それで、その後は決めてくださいというよ

うなことだったんです。 

で、私も、皆さんもそう思ってたと思うんですけど、2 期 1 回のときに、前期の審議委員さんからこれだけの意見が出

まして、前回の新井会長さんからこういう文章がつきまして、市からこういう方針が出ましたというご報告があるとばか

り、私は思っていたんですね。でも、全然そういうことはなくて、どんどん先に進んでいっていると。で、いつになった

ら、皆さんの意見を聞いてからこの方針を決めていくんだろうなと、ずっと、5 月 7 日も思ってて、私は、このつけてる

文章で、私のが違ってるところがあったので、それを直してくださいというふうに市に持っていったりもしている中で、6

月議会で初めて、市議会で議員さんから質問が出て、見直し方針（案）はどうなったのかということで、そのときに市の

ほうから 3 月 3 日に決まっていたということを初めて知ったんです。で、えっ、何だったんだろう、私が一生懸命意見を

言ってたのに何だったんだろうっていうふうに思ったし、2期の方にも何もお話なしに、1回目が開かれる前にもう決まっ

ていたんだなって思いました。というところですが。 

 

会長（高本正彦君） どうぞ、武政委員。 

 

委員（武政健太郎君） 私は、この間、早くこの第 2 案を出してくださいというお話はしたと思います。それで、いろ

いろ考慮した結果、市のほうがいろいろ考慮してる部分がかなり、私はそれが、審議委員さんが皆さん理解されて、こう

いう結果が出てきたのかなというふうには思っております。それで、今日出てきたこの結果を、我々が今度審議する場で

はないのかなと。であれば、この結果を我々がここで審議すべきじゃないんですか、これから。その過程よりも、出てき

たもの、これが悪いんであれば、それが要するに、ここでやる議論の場じゃないんでしょうか。私、そう思うんですけど。 

 

会長（高本正彦君） 施行者のほうで何かありますか。ここまでの話で。 

 なければ、ごめんなさい、神屋敷委員、どうぞ。 

 

委員（神屋敷和子君） 4 番・神屋敷です。 

しかし、物事が決まっていく段階の中で、やはり審議委員の審議っていうのが尊重されなければいけないと思うんです

ね。で、審議委員というのは、ほかの審議会と違って選挙で選ばれているんで、やっぱり、その方たちの代弁をするため

にここに来ているわけです。その方の意見をここで述べて、それがきちっと扱われてるかどうかもチェックしなきゃいけ

ないし、換地なんかは全部審議委員が責任っていうか、一番大きな責任をもってチェックするわけですから、それの基礎

となるわけですから、そこの中に、その審議委員の意見が、今まで言った意見がきちっと固められて、前の会長さんが言

った言葉ではコンプリートされていく、その過程が見えると同時に、なされているかということをちゃんとチェックしな

い限り、はい、市の言うとおりでいいでございますよって、太鼓判を、何ていうんですかね、押してしまうだけのね、役

に成り下がっては、私はいけないと思うんですね。 

で、特にこの資料 2 とか 3 を見ますと、その審議委員の意見の要旨というのがここに載ってきてるんですけど、多分、

それは 2 期の方々にはよくわからないと思うんですね。ほんとにまとめられてこういうふうになったのかどうかっていう

ことが。で、その経過も見ていかないと、やはり非常に難しい事業ですので、いろんな問題が起きてくる可能性があると

いうことで私は申し上げたんです。 

 以上ですけど。 

 

会長（高本正彦君） ちょっと整理させてください。今、換地設計の見直し方針について、審議会の意見を聞いて施行

者が決定したという事実関係はあるわけですね。それは共通の認識でいいですか。 

で、それに基づいて、換地設計、見直しをしていこうということに当たって、何か不都合があるのかなと思って議論を

聞いてるんですけど、どうも議論があまり、私は、かみ合わないっていうか、理解できないんですけども、簡潔にお願い

します。時間がないものですから、この問題ばっかりやってるわけにいきませんので、要は、それが見直しをさらに方針

を変えなくちゃいけないのかどうか、そこらあたりのね、方向を施行者側にお願いするなり、意見を言うなりして、それ

でこの議論はとどめたいと思いますんで。 

 

委員（島谷晴朗君） 3 番・島谷です。 

確かに申しわけないと思います。新しくですね、委員になられた方々は、前回の経緯がわかってないわけですから、当

然、そういう事態が起こるだろう、それはよく承知しております。で、非常に重要なことは、私たちは、やはり後ろに地

権者の負託があるわけですから、だから、そういう人たちにもわかるように説明しなくちゃいけない。 
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それで、この経緯というのは、経過がですね、どういう経過でこういうふうになってきたかと、その経緯の中でも、ま

だ十分に検討されていない。それも、ちゃんと前会長から、そういう事態はちゃんと管理課のほうに書面で出して、それ

で検討してもらうようにという話まであって、それに従って、今の神屋敷委員の発言がある。でも、そういうことが一切

関係なく、3月 3日のほうにもう決まってしまって、その報告さえないという。 

で、我々は当然、どういうふうにまとまるのかなということを非常に興味津々で思ってた。で、私は実はこの見直し方

針、公開条例で出したんですよ。出してこないんですよ、何回頼んでも。公開条例でね、出すの。ほんとに、こんなおか

しな話ないですよね。だから、そういうね、いわゆる我々に対する責任として事務局があるんであれば、そういうことし

なくちゃいけないですね。これは非常に大切なことなんです。 

最後に申し上げますが、結局、これから換地のあれを全部ここで話し合って、そして決めていきます。切っていくため

のあれを、同意を与えていきますよね。認定者にしますね。 

 

会長（高本正彦君） ちょっとわかんなかった。 

 

委員（島谷晴朗君） いやいや、換地設計、これから、今後ですね。 

 

会長（高本正彦君） はい。 

 

委員（島谷晴朗君） そうしますと、この責任はやはり審議委員にもあるんですよ。 

さっき神屋敷委員は太鼓判と言いましたが、これが決定、換地が決定されることによって、市はどういう言葉を使うか

というと、権利者に対してオーケーと、これはもう審議会で決定したものですと、審議会の責任にされますよ。そういう

のが、ほかにもたくさんあるんです。で、そういうような発言をするんです。 

 評価委員だってそうですよ。評価委員の中身について、何も我々はわからない。だけれども、同意を与えているんで

す、評価委員、認定について。市長が任命しますけれども、審議委員会が同意を与えているんです。それで評価。ところ

が、評価委員は何をやっているかということをよくわからない。市は言います。専門的な人たちが決めたから、だから評

価委員のその評価については、もう決まったことですと、これは権利者にそのとおり言うんです。だから、我々はね、ほ

んと、ここを心してね、この審議会に臨まないと、審議委員というのは、そういうふうに逆に利用される心配があると。

はっきり言ってね、そこまで言わないと、やはり同意を、理解していただけないかなと思いますから、言わさしていただ

きます。 

 

会長（高本正彦君） いろいろと、この件について意見が出たんですけども、この場でですね、審議会の議論として、

この問題をさらに議論することはいかがかなと思いますので、これは改めてですね、まだ施行者側と審議会の委員さん、

あるいは委員さんの個人、全員じゃないにしても、何人かの方が。そういうことで、まだ議論的に整理がし尽くされてな

いような気がしますので、ぜひ、そういった意味では、その部分でですね、議論していただいて、整理をしていただきた

いというふうに思いますが、よろしくお願いします。 

機会をぜひつくっていただいてですね、これは私のほうからも施行者のほうにお願いするということで、この議題につ

きましては、ちょっと……。 

 

会長（高本正彦君） はい、どうぞ。 

 

都市整備部参事（柴田満行君） 会長、今の関係ですが、いろんなご意見を今いただいてございますが、先ほど事業課

長からご説明を申し上げましたとおりですね、今回、具体的な中身に入ってくる段階におきましてですね、お示しするの

が一番望ましいだろうということで、原則ということが、都市計画の関係の原則ということが入った、大きなこれは事項

ではございますが、経過につきましては、各審議会の、その都度、会議録で詳細にですね、私どもは各委員さんに校正を

お願いして、キャッチボールをさせていただいております。そういうものがトータルして、トータルとして、その中に残

ってございますので、そういう中で、確かに一字一句のやりとりの中で、要旨をまとめますとどうだということにも、そ

れは一字一句をとらえるとあるかもしれませんが、総体的にはですね、大きな誤りはないというふうに、私ども施行者と

しては思っておりますので、そういう中におきましてですね、それぞれの審議会の委員のご意見については、詳細な会議

録が、原本がございますので、それらの中で、前会長が取りまとめをいただきました。参酌をしながら、今日まで換地設

計の見直しの事務を事務的には進めてきたと。このタイミングというのはですね、私どもも具体的な中身に入っていく段

階においては、今回が望ましいというような判断のもとに、今日、お示しをさせていただく。これは報告事項でございま

すが、そのようなことでございます。 

以上でございます。 

 

会長（高本正彦君） 時間も時間ですので、会長代理の黒木委員のほうから、今、手が挙がりましたけれども、ちょっ

と。 
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委員（黒木中君） 今のご説明でですね、納得されない審議委員さんもいらっしゃるかもしれないんですけれども、中

身についてですね、議論を深めていったらどうかなと思うんですが。 

それで、資料に書いてあることの、ちょっと質問なんですけど、以前、質問があったのかもしれないですけど、ちょっ

と失念しているのかもしれませんけど。 

資料 3のですね、真ん中あたり、街路構成についてっていう欄があるんですが、それの(2)に特殊道路というふうに書い

てあるんですが、これは歩道のことを指しているんでしょうか。歩道だけの意味でしょうか。それとも、ほかに何かある

んでしょうか。歩道というか、遊歩道を指しているんでしょうか。 

 

会長（高本正彦君） どうぞ。 

 

区画整理事業課長（阿部敏彦君） この特殊道路というのはですね、今、黒木委員が言われる歩道とは違いまして、今

言われるように遊歩道的な扱いになる場所でございまして、換地設計の中で鉄道敷の一部にですね、線路沿いに 4 メータ

ーの街路を入れてるんですけれども、こういうのが表現的には特殊道路というふうな形で扱っている。これは鉄道の沿線

のですね、騒音対策の一環としてお示しをした。 

これに対してですね、意見書が出てまいりまして、ま、これはそういう意見が出てきましたというのは、今後の審議会

の中でですね、ご説明いたしますけれども、やはりこういう場所にも、こういうような形が必要だというふうな意見もあ

りまして、そういうのを取り入れて、特殊道路を設けるというふうな考え方に立って、変更をしているところがございま

す。 

そういうふうな際にですね、これ、建築基準法上との兼ね合いも出てまいりますので、その取り扱いについての考え方

等につきましても、その位置が、それがふさわしいのかどうか、ご意見を聞きながら決定をしていく段階で、その取り扱

いについてもご説明していく。 

つまり、遊歩道の扱い的なもので、羽ヶ上の地区にも若干ございまして、線路を渡ってすぐ右側にずっと行きますと、

線路沿いに特殊道路がスポーツセンターの裏側に。ただ、小作台、あるいは富士見平の場合にはですね、沿道の線路沿い

には区画街路として整備をしてきた経過がございます。そこはご承知のとおり車両通行が可能な道路でございますから、

それは通常の区画街路というふうな表現をしています。スポーツセンターの裏側にあるのは歩道だけでございますので、

そこには車両等は通過ができない、こういうような特殊道路というふうな形でくくっているものでございます。 

以上です。 

 

会長（高本正彦君） はい、どうぞ。 

 

委員（黒木中君） 関連して、もう一つご質問なんですけど、遊歩道で、つまり、あれですか。建築基準法上はその接

道道路として使えないような道路にしていくという意味なんですか。 

 

会長（高本正彦君） はい、どうぞ。区画整理事業課長。 

 

区画整理事業課長（阿部敏彦君） 建築基準法上の場合にはですね、42 条 2項道路の扱いがふさわしいかどうかは、こ

れから。ただ、線路沿いに画地を持っている方がおられますので、この画地を持っている方が、今言われるように建築基

準法上、例えば、使えませんよという話になったときに、線路沿いと次の街区に、裏側のですね。線路沿いの街区ともう

一つの街路に面してたと仮に仮定をします。その場合には、前面の道路から建築確認の基準がとれますけれども、将来、

それを分けるケースが発生をする考えがあると。その場合には、面する道路が特殊道路になってしまうケースがございま

す。特殊道路に面したときに、そこに建築基準法上の権限を与えておかなかったと想定をしたら、分けても土地利用はで

きないということの障害が出てまいりますので、その際に、取り扱いについて、やっぱり今回の画地の中でそれを見定め

ながら、将来的には建築確認がおりられるように対応していく考え方をとっております。 

 

会長（高本正彦君） よろしいですか。 

 都市整備部長、今の関連ですか。 

 

都市整備部長（青木次郎君） はい。 

 

会長（高本正彦君） 都市整備部長、どうぞ。 

 

都市整備部長（青木次郎君） そこで、ちょっと補足説明させていただきますが、この特殊道路につきましては、建築

基準法上では 42 条ですね、1 項 1号、いわゆる市町村道でですね、位置づければ、いわゆる建築基準法上の道路になりま

す。ただ、しかし、そこのところがですね、歩行者専用、いわゆる車通行ができないということだけでですね、建築基準

法的には問題がないというふうな考え方になっています。 

先ほど事業課長 42 条 2 項と言いましたが、それは 42 条のですね、いわゆる建築基準法上の道路になるかどうかという
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ところは、市町村道として位置づけをしていきたいというふうに考えます。 

以上です。 

 

会長（高本正彦君） はい、どうぞ。中野委員。 

 

委員（中野恒雄君） 2 番・中野です。 

資料の 3 のですね、参考図面 6 なんですけれども、いわゆる「見直しにあたって考慮すべき事項 2」という、宅盤の話

だと思うんですけど、私、川崎地区なんで、その水色が非常に濃くなった場所の地区なんですけど、実際ですね、地権者

に、この平面図ではわかりませんけど、この宅盤の高低差や何か理解されるような高低というのは、これからのあれはど

んなふうになっていますか。 

 

会長（高本正彦君） 施行者のほうで、どうぞ。お願いします。 

 

区画整理事業課長（阿部敏彦君） ご指摘のですね、問題につきましてはですね、この図面は造成計画等でございまし

て、図面向かって左側から右側に向かって、高さの高低差が大変大きいところについては、今ご指摘いただいた青い部分

が一番高い、高低差が出てくると。これにつきましてはですね、今までは平面的にお話をしてございました関係がござい

ますので、造成計画につきましては、今後ですね、換地設計の各ブロックごとに、先ほど参考図面の 2 を見ていただきま

すと、今後ですね、まあ、これは後ほどダブるかもしれませんけども、審議会のですね、エリアを示している図面が、資

料 5 の裏側をちょっと見ていただければと。資料 5 の裏側です。すみません。資料 5 の裏側ですね。資料 5「今後の進め

方」の。「今後の進め方」というのがあると思うんですね。その裏側にエリアが載ってると思います。参考図面 7です。 

すみません。今後ですね、進め方で、先ほどまた改めて、ダブるかもしれませんけども、現在の段階で全地区を一遍に

ですね、換地の見直しについてご説明をしていくことは大変難しいと。これはもう、第 2 期の 1 回のときにもご説明した

ように、私どもの考え方としましては、全区域を 6 つのエリアに分けまして、エリアごとにご説明をしていきたいという

ふうに考えてございます。ですから、今ご指摘をいただきました川崎の地区になりますと、第 5、第 6 エリアというふう

な形になりますので、審議会委員のほうにご説明をした後にですね、関係権利者のほうには、改めて、この地区の方々に

つきましては、特に高低差がありますので、その内容についてはご説明をしてまいる。 

その際にですね、先ほど申し上げたように、現在、宅盤等のですね、調査をしてございます。これはですね、コンピュ

ータ使ったグラフィックをつくってですね、立体画像にしていきたいというふうな形でないとですね、高さだけで、数字

だけ申し上げてもですね、1メートル違いますよ、5メートル違いますよと言っても数字だけになってしまいすので、造成

のですね、計画図を立体的に作成を今させてございます。これはですね、1 月中には完了する予定でございますので、こ

のエリアのですね、各換地の説明をしながらですね、その際も資料提供はもちろんいたしますし、その後になりますので、

年明け、審議会の意見、委員のほうにご説明した後にですね、関係者のほうにつきましては、資料提供申し上げながら説

明をしていくというふうな考え方でございます。 

以上です。 

 

委員（中野恒雄君） その関連になるんですけど。 

 

会長（高本正彦君） はい。じゃあ、中野委員、どうぞ。 

 

委員（中野恒雄君） 一応ですね、3のエリアもですね、含まれてる。3のほうもよろしくお願いします。 

 

会長（高本正彦君） はい。事業課長、どうぞ。 

 

区画整理事業課長（阿部敏彦君） 基本的には第 1 からですね、第 6 のエリアの中で、ちょっと第 1、第 2 のとき、あ

るいは第 4 のとき、どこを先にやるかはまた別としましてですね、確実に、今ご指摘をいただいたように、そういう高低

差のある部分につきましては、説明資料を使いましてですね、ご説明をしていきます。 

 

会長（高本正彦君） よろしいですか。 

 

委員（中野恒雄君） はい。 

 

会長（高本正彦君） じゃあ、加藤委員、どうぞ。 

 

委員（加藤照夫君） 5 番・加藤です。 

先ほど資料 4 のところまで説明いただいておりますので、続きのほうの説明も、ぜひお願いしたいと思うんですけど。 
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委員（神屋敷和子君） すみません。まだあるんですけど。 

 

会長（高本正彦君） ちょっと待ってね。今のお話の資料 4のところって、どういうことですか。 

 

委員（黒木中君） 4 まで説明がされて、今、5 の内容に入ってますでしょう。ですから、その後も説明していただい

て。 

 

会長（高本正彦君） それでは、そうですね。資料説明を先にですね、きちっとやる必要があると思いますので、引き

続きですね。 

 

委員（島谷晴朗君） 今、説明がありましたね、資料。それの資料の質問があるんですが。 

 

会長（高本正彦君） 今の説明に対する。 

 

委員（島谷晴朗君） 資料の 1番。資料 1を、ちょっと。 

 

委員（黒木中君） 5 のほうの説明を、5からの説明を受けたいと思います。 

 

委員（島谷晴朗君） だから、4の質問をして、その後、5の質問。 

 

会長（高本正彦君） ちょっと待ってください。ちょっと整理します。 

今、資料 4 までの説明をしたということになっていますね。引き続き、5、6。資料をですね、一通り全部説明を聞いて

から、議論をしたいと思いますので、説明をよろしくお願いします。 

 

委員（神屋敷和子君） すみません。4番・神屋敷なんですけれども。 

進め方についてっていうのは、ちょっとまた違う内容だと思うんですね。ですから、参考図 7 とかいうのは、あと、そ

この宅盤の話のあれはあるけれども、進め方についてっていうのは、またちょっと内容が別なので、分けていただきたい

と思います。 

私、まだ前のほうの資料についてのことで意見とかあるんですけれども。 

 

会長（高本正彦君） はい、どうぞ。 

 

委員（武政健太郎君） 私、前のほうの進め方、別に聞きたいと思ってないんですが、5 のほうの資料、後のほうです

ね。今後どうやって、またいくのかというあれを聞きたいんで、それを先にお願いしたいと思います。 

 

会長（高本正彦君） ちょっと待ってください。いろいろと議論の進め方あるんでしょうけども、本日ですね、これを

もって議題となって、我々、どうしても議論をする立場ですので、少なくとも資料は、出された資料は一通り全部説明聞

くと、これを前提に議論をしていきたいと思いますので。 

 

（「はい。賛成です」と呼ぶ者あり） 

 

会長（高本正彦君） 説明をお願いします。事務局、お願いします。 

 

区画整理事業課長（阿部敏彦君） それでは、次にですね、お手元の資料 5の羽村駅西口地区換地設計の今後の進め方

について、ご説明いたします。 

平成 21 年 5 月 7 日の第 2 期第 1 回区画整理審議会におきましても、既にご説明しているところでございますけれども、

今後の進め方につきましてはですね、左側を見ていただきますとフロー図が示してございまして、権利者の皆さんに再度

説明するまでの流れを、技術的な設計作業工程を踏まえたクローズアップで左側に記載をしているものでございまして、

21 年 5 月 7 日、第 2 期第 1 回区画整理審議会、21 年 9 月 10 日、第 2 期第 2 回区画整理審議会、そして本日、第 2 期第 3

回区画整理審議会というふうな形でございます。 

第 4回の区画整理審議会以降につきましては、これまでご説明をしました資料 1から 4に基づきまして、実際にですね、

それぞれの関係権利者から出されてます意見要望につきましてご説明していくことというふうな考え方になってございま

して、フロー図の左側に記載している第 2 期第 3 回、本日の審議会で基本的な内容、いろいろご意見はございますけれど

も、次回以降の審議会の進め方につきまして、サンプルの番号 1、参考図面 8、サンプルの 2、参考図面 9、サンプルの 3、

参考図面 10 を配付しておりますので、後ほど、その細部につきましては担当のほうからご説明をさせていただきたいと思

います。 
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なお、第 4 回以降、つまり次回以降はですね、第 2 次案の具体的な説明に入りますので、その内容につきましては、権

利者が出された意見要望に対しまして、換地設計（案）の見直しに当たり、どのように対応したのかどうか、個々具体的

な取り扱いとなりますので、羽村市情報公開条例に基づきまして、個人情報に該当いたしますので、換地設計の見直しの

作業における意思形成過程の情報として取り扱う必要がありますことから、審議会の対応としては、私どもの考え方とし

ては、非公開が妥当と考えております。 

また、その際の説明資料としましては、緑の破線で囲っております参考作業工程表に記載しております。これはこれか

ら審議会を進めていく上で、サンプリングを提供していく資料を、このような形で用意していくものでございまして、1

の意見要望書提出箇所図、2 の意見要望書抽出箇所図、換地に関する事項のみを抽出して出します。3－1 の個別説明換地

設計（案）換地位置図及び意見整理表、3－2 の見直し後の換地設計（案）換地位置図及び検討結果整理表、4 の設計変更

対象図、(5)の提出された意見要望書の原本の写しを配付しましてご説明をしていく考えでございまして、その際に、さま

ざまな角度からご意見をいただくというふうな方向で進めていきます。 

引き続きまして、先ほど申し上げました本日につきましては、これからサンプリングにつきましてですね、換地を担当

しております山﨑のほうからですね、ご説明をさせますので、よろしくお聞き取りいただければと思います。 

 

会長（高本正彦君） どうぞ。 

 

区画整理事業課主任（山﨑信介君） それでは、説明資料サンプル 1、参考図面 8 をご用意願います。よろしいでしょ

うか。 

この参考図面は、換地設計（案）見直し方針に基づき、これまで行ってまいりました換地設計（案）調整作業の概要や、

今後お示ししていく内容をフロー図化したものであります。 

紙面上、赤太枠で囲まれた図が 5 つございますが、左上の赤丸 1、その下の赤丸 2、その右の赤丸 3－1、続いて赤丸 3

－2、その上の赤丸 4の順番で説明してまいります。 

まず初めに、紙面左上、赤丸 1 の意見要望書提出箇所図でございますが、要望書が提出されている画地がどこなのかを

把握するための図面であります。これを精査し、換地設計に関する内容を抽出し、換地設計（案）の見直しにおいて主に

検討する箇所を示した図面が、その下の赤丸 2の意見要望書抽出箇所図であります。 

続きまして、赤丸 2 の意見要望書抽出箇所図を街区別に整理した資料が、その右の赤丸 3－1 となり、平成 19 年度にお

いて権利者へ提示した第 1 次案個別説明時換地設計（案）の概要であり、換地位置等の見直しのための参考資料として確

認してまいりました資料となります。 

次回以降の審議会へ具体的な説明をしていくために、次の赤丸 3－2、第 2次案見直し後の換地設計（案）換地位置想定

図等を用いて検討結果の説明を行い、その中で、紙面右上の赤丸 4の設計変更対象図におきましても同様に、換地設計（案）

の見直しにより、どのように変化したかを説明していく考えであります。 

次回以降の具体的な説明資料といたしましては、(1)から(4)までの図面等を適宜参照していただき、説明を行ってまい

りますので、これからサンプル資料をもとに、資料の見方や内容を説明してまいります。 

まず初めに、紙面左上の赤丸 1 の意見要望書提出箇所図でございますが、意見要望書の主な内容について分類した図面

でございます。赤枠で囲まれた画地が、主に換地位置に対する要望であります。桃色で着色した画地が、主に間口・形状

に対する要望であります。それ以外の事業に対する要望等は青色で着色している画地となり、無着色については、意見要

望書が未提出の画地でございます。 

次に、その下の赤丸 2 の意見要望抽出箇所図においては、換地設計（案）の見直しに当たり、主に換地に関する内容を

抽出した図面であります。したがいまして、換地設計（案）の見直しに際して主に検討してきた画地を示しており、換地

設計に関する要望等が出されている画地でございます。 

続きまして、その右の赤丸 3－1の第 1次案個別説明時換地設計（案）の換地位置図におきましては、説明資料サンプル

2、参考資料図面 9をごらんいただきたいと思いますので、次の資料をご確認ください。ご用意できましたでしょうか。 

これは第 1 次案の意見要望趣旨をブロック別に取りまとめた整理表と、第 1 次案におけるブロック別の換地位置図を抽

出した図面を用いて、従前の状況と換地の状況を確認する資料であります。表の見方といたしましては、項目の左上に記

載しております意見書整理番号と各委員が閲覧可能している意見書原本の整理番号と対比できるものでありまして、本日、

正面の左のほうに 10 冊並べてございます、こちらのほうが意見要望書の原本でございますので、次回以降、そちらのほう

もご参照できるようになっております。 

また、サンプル資料に戻りましてですね、意見書整理番号の次ですね。氏名、第 1次案の街区番号を記載しております。

次の第 1次案整理番号については、赤字の番号で印字している換地設計に関するもののみ、下図の個別説明時換地設計（案）

換地位置図に図示し、対比しております。当該換地に対応する従前地については、青字の同番号で表現しております。 

換地位置図の見方に関しては、凡例にあるように、従前地が青で換地は黒を基本として表現しており、赤太枠、赤印字

であらわした画地番号が整理表の項目第 1次案整理番号の画地を示しております。 

整理表に戻りまして、引き続き町丁目、地番、要望分類、要望趣旨を記載しており、その次からは従前地と換地の概要

を比較した内容を示しております。比較した内容におきましては、まず街区と従前地との位置関係におきましては、従前

地が街区と重なっているか否かであり、表の 1つである位置関係をあらわしたものでございます。 

次に、換地位置と従前地の位置関係についても同様に位置関係をあらわしたものであり、従前地と換地が重なっている
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か否かをあらわしております。表記上重なる「重」と書いてあるものと、「外」という形で書いてあります。「重」が重な

っている場合、「外」が重なっていない場合でございます。 

次に、用途地域については、左が従前の用途地域であり、右が将来予定している用途地域であります。 

次に、従前間口と換地間口においては、従前地と換地の正面間口を基本として比較したものであります。 

次の形状においては、従前地と換地の形状を比較したものであります。 

次の接道条件においては、従前地と換地の前面道路幅員を比較したものであります。 

次に、正面道路に対する向きにおいては、従前地と換地の道路に対する向きを比較したものであります。 

次の減歩率においては、第 1次案の減歩率を記載し、最後に減歩緩和の適用の有無を記載しております。 

この資料は、換地設計（案）の見直しに際し、確認資料として取りまとめたものであり、当該審議会においても参考資

料として用意する資料でございます。これまで見直しの検討の前提となる意見要望趣旨の確認を、ただいまご説明いたし

ました赤丸 3－1、第 1次案個別説明時換地設計（案）の換地位置図等の資料で行い、見直しの検討を進めてまいりました。

したがいまして、その結果を次の赤丸 3－2、第 2次案見直し後の換地設計（案）換地位置想定図として、ブロック別の資

料の作成を進めておりますので、審議日程の調整に合わせ、適宜用意していく考えであります。 

次回以降、換地位置想定を検討した結果を説明する資料は、次に示す説明資料サンプル 3、参考資料図面 10 における第

2次案の整理表及び第 2次案見直し後の換地位置想定図を主として説明してまいりますので、説明資料サンプル 3、参考資

料図面 10 をご用意願います。よろしいでしょうか。 

それでは、説明資料サンプル 3、参考資料図面 10 の資料の見方を説明いたします。 

先ほどご説明した説明資料サンプル 2、参考資料図面 9 との大きな相違点は、要望趣旨以降に検討適否の項目と変更種

別、変更概要等を記しており、要望趣旨に対し、どのような観点で変更したのか、変更内容は要望に起因するものなのか、

影響によるものなのかを記してございます。その他の項目は、説明資料サンプル 3、参考資料図面 10 と同様の内容であり、

第 2次案の換地と従前地を比較した内容を記しております。 

なお、第 2 次案の換地位置想定図と換地設計検討（案）の街区番号と画地番号が整合しておりますので、調書と図面が

対比できるかと存じます。 

ポイントとなる変更概要については、変更種別で概要を把握できますので、記載条件についてご説明いたします。 

変更種別の表記は、変更の度合いに応じて、要望変更、影響大、影響小の 3 つに分類しております。要望変更とは、意

見要望書等の内容を踏まえ変更した画地であります。影響大とは、要望変更に起因し、画地の位置等が大幅に変更となる

場合、次に示す内容を、内容としております。1つ、街区が変わる場合、2つ、複数路線に接する画地、まあ、角地等とな

る場合、3つ目、道路に対する向きが変わる場合、4つ目、墓地跡地の重なりを解消した場合。影響小とは、要望変更に起

因し、画地の位置等が変更となりますが、同一街区内での変更にとどまり、影響大以外のものを指しております。今回の

サンプルにおいては、墓地跡地に起因した要望や、ほかと比較してより利用増進を望むもの、換地設計に関する内容以外

のものを抽出したものであります。検討適否においてほかと比較して、妥当な要望か否かを検討した結果をあらわした資

料となっております。 

それでは、説明資料サンプル 1、参考図面 8に戻っていただきたいと思います。 

紙面右上の(4)ですね。設計変更対象図のサンプルを見ながら説明していきたいと思います。 

図面の見方ですが、黒実線が街区線であります。緑色が公園をあらわしており、凡例にありますように、第 1 次案と第

2 次案の変更比較は赤色が追加部分の道路、黄色が廃止部分の道路となります。公園につきましては、緑色が公園の位置

であり、黒ハッチの部分が廃止した公園の位置であります。 

図面上、2 ブロックを見ていただきたいと思いますが、これを見るとおわかりになると思いますが、先ほどの説明サン

プル 3 でご説明した内容に起因したものでございます。変更要因である墓地跡地を考慮した結果をあらわしており、街路

を平行移動することによる調整の概要をあらわした図面となっております。 

サンプルの説明は以上でございますが、次回以降は換地設計を受託している財団法人新都市建設公社より、技術的な観

点も踏まえ、街区、画地別の説明を説明資料サンプル 3、参考資料図面 10 を主として、具体的に説明してまいりたいと考

えております。 

以上です。 

 

会長（高本正彦君） はい。説明が終わりました。この件について、ご意見、ご質問ございますでしょうか。はい、ど

うぞ。副会長。 

 

委員（黒木中君） 1 番・黒木です。 

先ほどの説明でですね、参考図面 8と 9なんですが、参考図面……。あ、ごめんなさい。9と 10 ですね。従前のものと、

それから従前のものというか、第 1 案と第 2 案との図面になっているんですが、参考資料図面 10 の説明のときにですね、

後半部分は参考図面 9と同じようになっておりますというふうなご説明だったんですが、10 のほうでですね、減歩率が不

記載になっているのは、何か別に、同時にそれを判別できるような資料が配られるからなのかなと思うんですけれども、

できたら、一目瞭然にわかるような形にしておいていただければありがたいなというふうに思いますが、いかがでしょう

か。 
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会長（高本正彦君） はい、どうぞ。 

 

区画整理事業課長（阿部敏彦君） ただいまのご質問のですね、資料 9につきましては、既に権利者の皆さんのほうに

お示しをしている換地設計（案）に基づいて、減歩率等は抽出というか算出をしてございます。今後ですね、資料 10 につ

きましては、この見直し案を、皆さん、審議委員の意見を聞いて決定をする段階でないと、また意見を聞いて街路が変わ

る。例えば、幅員が縮小する、増える、こういうふうな形によって、今言われますように減歩率が変わってまいります。

ですから、この時点で減歩率を、現段階の修正案の中では算出をしてございません。ですから、今回お示しをする換地案

で、こういうふうな形でよろしいというふうな形の方向性を施行者が決定した段階で、権利者の方々には正式に減歩率を

入れたものを示しますけれども、審議会のほうの席においては、従前は減歩率はこうでしたけどもというふうな形でとど

めさせていただいて、この換地設計（案）が認められることによって、最終的に算出をしていくということになりますの

で、この段階では減歩率を表記することは好ましくないというふうに考えております。 

以上です。 

 

会長（高本正彦君） よろしいですか、黒木委員。 

 

委員（黒木 中君） はい。わかりました。 

 

会長（高本正彦君） ほかに。神屋敷委員。 

 

委員（神屋敷和子君） 4 番・神屋敷です。 

全部まとめて、今、資料の説明があったんですけれども、私、資料 2、最初のほうですね。資料 2、3、この辺のものと

いうのは、審議会。これ、いつも私が言ってるんですけれども、意見の真ん中あたり、1 ページの、資料 2 の 1 ページの

意見の主旨のところに、必ずここに「地権者の」とか「審議委員の」というのを入れていただきたいんですね。で、いろ

んな方が見たときにも、そういうのが入らないとよくわからないんですよ。それで（1）のところにも、これは地権者の意

見要望書の内容を審議方法等についてなんでしょうかね。ちょっと。それで、その下の枠のところは審議委員の意見の主

旨なんだと思うんですね。で、これも非常にわかりにくいんですが、結局、後のほう見ると、街区は格子型にするとか、

どうしてそういうふうにまとまってしまったのか。それもね、審議委員の意見がいろいろ大幅に見直しを、もう考えなき

ゃいけないんじゃないかとか、いろんな意見が出てたわけなんですよ。で、先ほど柴田参事さんのほうから、議事録の中

を見ていただければ、審議委員の意見のやりとりはわかるっておっしゃったんですけども、私が訂正したものに関しては、

その議事録には載っていないんですね。で、ニュアンスとして違う。で、やはり、この資料 2 と 3 になったプロセスって

いうんですか、それはやはりきちっとですね、審議委員が、この間言った意見が羅列して載ってるんですけども、これは

30、31、32、33、全部同じこと言ってる方なんかもいるわけで、それはまとめた形にして、以前、その地権者から出た意

見に関して、こういう意見が出て、それに対して、市の見解はこうであるというのをきちっと文書で出していただきたい

と思います。それはほかの委員さん、審議委員さんからも、口頭ではなくて、文書できちっと出してくれというようなこ

とが出ているので、そのプロセスを踏んで、そして、こういうふうになりましたっていうのがわかる形にしていかないと、

例えば、抜けている、大幅な見直しが必要だとか、日照、騒音については係数化するべきだとか、例えば、ここは北にい

ても、西にいても、太陽、日光が当たる場合もある。だけども、こういう区切り方、街区の区切り方をしたらば、東、南

の人と西と北の人には、もう段ちの差が出てくる。それから、建築基準法で決まっているからって言うけれども、用途地

域の関係でも、商業地域の西側に行った場合には、いろいろな日照の問題も出てくる。だから日照関係の係数化をしたら

どうかとか、具体的でないとか、それからあと借地権のトラブル。これは中根委員さんのほうから、いつも借地権の代表

として出ていらっしゃってて、いろいろトラブルがないような保証の文言をここに入れてほしいとかいうご意見があった。

で、そういうのが跡形もなく消えてしまうんではなくて、こういう意見が出たけども、この部分はこういうところで市は

やっていくということを書いていただきたいんです。 

で、特に、今も図面で出てきた位置と間口と形状に関するピンク。ピンクと赤枠の以外の青の方、それ以外の事業に対

する要望というのも、きちっとした要望です。で、いろんな意見が出ている中でね、本来はこういうところは現道を生か

すとか、現道をどうするとか、曲がった道路にするとか、いろんなことが考えられると思うんですよね。だから、そうい

う、何ていうんですか、ピンクと赤の位置、間口、形状じゃない意見なんかについてもきちっとまとめて、それから審議

委員さんの意見も、そういうものに対して出てきた意見というものもきちっとまとめた形にしていただかないと、言わせ

ただけっていう感じで終わってしまって、よく見えないから、その辺は、きちっとした整理した資料にしていただきたい

と思います。 

以前、阿部課長さんも、前回、わかりやすい資料にするということをおっしゃってくださってますので、ぜひ、その辺

はやる。まずは、まず 1つ、それをやっていただきたいと思います。 

 

会長（高本正彦君） 施行者のほうで、今のに。要望等も含まれていますので、それを含めて対応できれば。 

 

区画整理事業課長（阿部敏彦君） ええ。神屋敷委員が要望されている内容については、前にもご説明しておりますよ
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うに、極力沿う形でですね、資料提供に努めていきたいという考え方については変わりません。 

今言われますように、換地の関係につきまして、第 1 次案の見直しをしているわけですから、あくまでも換地設計の関

係につきましての意見を抽出をしまして、それに基づいた、今後ですね、各ブロックごと、エリアごとのサンプルとして、

ただいま山﨑のほうからご説明をしたような資料を、より細かくしてですね、提供していく。 

その他の意見につきましては、後ろに書いてありますように、10 冊の意見書・要望をすべて提示してございますので、

その点につきましては、それで対応していくというのが基本的な姿勢でございます。あくまでもですね、換地に関する項

目につきまして、あくまでも見直しの中で細かく資料提供していきますけれども、事業上の問題だとかにつきましては、

換地設計に直接影響を及ぼすものではございませんので、あくまでも基本的な姿勢としては、換地に影響を及ぼすご意見

につきましてはすべて抽出をしてお出しをしまして、適否等につきましてご説明をしながらご意見を伺っていくという考

えでございますので、そのように努めさせていただきたいと思います。 

以上です。 

 

会長（高本正彦君） よろしゅうございますか。 

 

委員（神屋敷和子君） そうすると、審議委員の、このべたーって、何ていうんですか、意見をそのまま書いたやつは、

このままだということなんですか。その私の訂正したのも載らないし、その訂正したやつをまとめて、こういう結果にな

ったというところまでのプロセスが見えるようにはしないとおっしゃるんですか。それはやっていただけるんですよね。 

 

会長（高本正彦君） 事業課長。 

 

区画整理事業課長（阿部敏彦君） その点につきましてはですね、区画整理管理課のほうできちっと対応していると思

いますので、私のほうからですね、こうしますという。事業課の立場としては、当然、換地に伴うものにつきましての資

料提供については、ご意見はいろいろ意見があると思うんですね。先ほど言われるように、審議会のとか、権利者のとか

って入れろ。私は今回、資料提供として、最善のわかりやすい資料提供に努めたつもりでおりますので、できるだけ、今

後、換地の見直しに関しては資料提供していきますけれども、神屋敷委員の言われている、その部分については、管理課

のほうで既に対応しているものというふうに考えております。 

以上です。 

 

会長（高本正彦君） はい。神屋敷委員。 

 

委員（神屋敷和子君） はい。では、管理課のほうで、そのように対応していくということなので、待ちます、その意

見は。 

で、ほかの件でよろしいですか。 

 

会長（高本正彦君） はい。どうぞ。 

あ、ちょっと。神屋敷委員、ちょっとお待ちください。加藤委員から手が挙がっているので、どうぞ。 

 

委員（加藤照夫君） 5 番・加藤です。 

先ほど参考図面の 7 で若干触れたと思うんですけれども、今後の見直し検討エリア図というふうなことで示されており

ますけども、この説明の下段に書いてあるようにですね、総体的な合意形成につながること並びに事業推進上の改善にな

るということで、これは地権者の皆さんもですね、今回の見直し案を首を長くして待っているという状況ですので、次回

以降の具体的なですね、説明の方法っていうんでしょうか、その辺、もう一度、ちょっとおっしゃっていただければと思

います。 

 

会長（高本正彦君） はい。区画整理事業課長。 

 

区画整理事業課長（阿部敏彦君） はい。 

ただいま、ご質問でございますけれども、今後のですね、進め方で、資料 5でもご説明をさしていただいたとおり、今、

加藤委員が言われますように、私どものほうも早く換地設計の見直しの第 2 次案を示せというご意見をいただいてござい

ます。しかしながら、現段階におきましては、審議会の意見を聞きながらというふうな形でお話をしているわけでござい

ますけれども、進め方としましては、エリアをですね、6 つのエリアに分けさせていただきまして、今後、各審議会ので

すね、委員会におきまして、エリアごとに、サンプルの資料 8、9を使いまして、換地設計の 1 次案のときの内容、それと

2 次案の内容をご説明をしていく考えでございますので、時間につきましてですね、私ども 1 エリアを 1 日で終わらせる

とか、そういう形ではございませんので、1 のエリアから順番に審議会のほうにお諮りをしながら意見を聞くというふう

な方向で行きます。ですから、いっときにですね、1のエリアから 2、3というふうに 1日で終わることもあるのかどうか

はわかりませんけれども、審議会のほうに、1 番のエリアから順次、先ほど申し上げましたサンプルに基づきまして説明
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をして、ご意見を聞いていく。いわゆる 580 人、871 件の意見がある。その中から、換地に関するものについてはすべて

抽出をしてございますので、その抽出する件数に対しまして、すべてご意見をお聞きをしていくということになりますの

で、どのエリアに何件あるかというふうな形の詳しくは今申し上げませんけれども、1 番のエリアから順次説明をしてま

いり、ご意見を聞いていくという考えでございます。 

以上です。 

 

会長（高本正彦君） はい。ちょっと、どうぞ。吉永委員。 

 

委員（吉永功君） 6 番・吉永です。 

図面でちょっとお伺いしたいんですが。そうですね、見やすいのが参考図面 2番。 

だ、新しいですね、変更については発表はされていないわけですけど、基本的なことなんですが、新奥多摩街道と青梅

線の間に青の線が、準幹線が入っておりますね。そして、立体交差との交差する点が、これは平面交差になっているのか。

これは基本的なことですので、ちょっとお答えいただきたいというのが 1 点と、それから、第 1 次の意見書ですね。こち

らについては 580 人、870 件ほどのですね、意見が出されておりまして、いろいろと、このことについては、先ほどの資

料によりますと、特に街区のことであるとか、ここでは間口の問題であるとか、それから公園の位置であるとか、そうい

ったものが、どの程度ね、修正されたか。これは率とか何かではあらわせないものなんですが、今回の変更、相当思い切

ってですね、変更していただかないと、ほんとうの小さな小細工の変更ですと、なかなか大きくは変わっていかないとい

うことですので、その辺のところはアウトラインですが、お答えをいただきたいというふうに思います。 

 

会長（高本正彦君） はい。じゃあ、よろしいですか。事業課長。 

 

区画整理事業課長（阿部敏彦君） ただいまの吉永委員のですね、ご質問の 1点目でございますけれども、本区画整理

事業区域内にはですね、4 線の都市計画道路を整備していく考えで、既設の 3・4・5 号線、新奥多摩街道については整備

済みでございますので、これにつきましては、このままの状況というか、この位置関係については変わらない。 

その中で、JR 青梅線を横断をするというか、部分につきましては、ご承知のとおり 3・4・12 号線と 3・4・15 号線があ

ります。現在の都市計画上では、ここはアンダーで JR をくぐるという形になります。 

ご承知のとおり、3・4・16、この羽ヶ上のスポーツセンターの先が開通してございますけど、イメージ的には 3・4・16

と同じような整備計画になっています。 

一方ですね、お寺坂に向かっていきます 3・4・13 号線につきましては、これは今の形状の中で、先ほど申しました高低

差を踏まえながら、現路線の拡幅整備というふうな形になってまいります。 

真ん中の実線のですね、補線街路につきましては、都市計画道路 7・5・1 号線でございまして、旧の青梅街道にかわる

新たな地域の幹線、補助幹線として整備をするものでございまして、これはすべて平面で行きますけれども、一部、川崎

地区につきましては、ただいま申し上げましたように、アンダーパスで JR をくぐる関係上、ここにつきましてはオーバー

で旧道との接道をすると。 

もう一点、この 3・4・12 号線は瑞穂町からあきる野市へ向かう広域幹線道路でございますので、将来的には羽村大橋と

の連携が必要になってまいります。羽村大橋につきましては東京都の管轄でございまして、平成 27 年度までには羽村大橋

の拡幅工事があるというふうなことはお聞きをしてございます。これとの整合の中で、現計画におきましては、都市計画

道路と羽村大橋との関係につきましては、高低差の関係からは、当然、オーバーの計画にならざるを得ないだろうという

ような形の見解はいただいてございます。 

ただ、いずれにしましても、この影響はですね、羽村駅西口の区域内、川崎の地区にどのように影響を及ぼすかによっ

てはですね、私どもとしましては、オーバー計画がふさわしいのか、あるいは平面交差がふさわしいのかどうかは議論す

る必要があるというふうに認識をしておりますので、換地設計の案に合わせた形の中で、東京都とは協議をしてまいりた

いというふうに考えてございます。 

2 点目のですね、今回、換地設計にお寄せをいただきました、それぞれの意見要望を踏まえまして、どのぐらいの割合

かというような形になりますと、なかなか数字で申し上げるのは難しいのかなと思っておりますけれども、例えば、角地

の要望なんかでいきますと、角地で現況角地の方が角地でないというふうなことは、斟酌する必要がございますことから、

新たに区画街路を入れながら角地の対応を図ったということをしてございます。まだ、日照ですとか、間口、奥行きにつ

きましては、当然、私どものほうは図上の中で見てございますので、現状につきましては、これから資料提供の中でも、

先ほどご説明しましたようにお示しをしていく考えでおりますので、私どもの現在の換地設計の中でいけば、私ども、作

業的には、ほぼ権利者の意見を踏まえて、各ブロックごとにですね、見直しが行われているというふうに認識をしており

ますので、またエリアごとによってですね、そのパーセンテージ的なものというのをお示しする必要があるかどうかは別

としまして、そのブロックのエリアの中で、今、吉永委員が言われますように、こういうものはどうなったのかというよ

うな形の視点でご意見をいただければ幸いでございます。 

以上です。 

 

会長（高本正彦君） はい。それでは、どうぞ。吉永委員。 
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委員（吉永功君） 関連ですが、今の水道道路（福 3・4・15 号線）ですね。青梅線の、この交差点のところの距離が

非常に短いんですが、これで立体交差は、立体交差の可能性、大丈夫なんでしょうか。非常に、100 メートルぐらいしか

ないということで、可能なのかどうか。 

 

会長（高本正彦君） はい、どうぞ。 

 

区画整理事業課長（阿部敏彦君） 今言われますようにですね、大丈夫なのかと言われますと、大変回答にあれなんで

すけども、基本的に道路交通、構造令に基づきまして、今言われますように、当然同じような視点で、私どものほうとし

ましても検討してまいりましたし、そういうようなものについてはクリアランスをとっておりますし、例えば、オーバー

計画でいったときに、どのぐらいの位置に来るのかとかという問題も出てまいりますし、例えば、平面に計画した場合に

は、どのぐらいの高低差になっていくのかと。で、その道路勾配はどのぐらいなのかというようなこともありますし、そ

ういうようなものは、すべて加味をしました形の中で、換地設計は見直しを行っておりますので、その点については、現

段階におきましては、ご心配要らないかなというふうに認識をしております。 

以上です。 

 

会長（高本正彦君） はい、どうぞ。小宮委員。 

 

委員（小宮國暉君） 7 番・小宮でございます。3点ほどお話しいたしますが、最初の、皆さんから、4番の神屋敷さん、

また 8 番の島谷委員さんから提起された問題でございますが、これは審議会っていうものと行政、審議会は市長の諮問機

関、大変重要なことだと私は思っております。要は、審議会の意見を聞いて取りまとめたものをですね、それに対して行

政側はこういうふうに考えたよということを審議会にフォローする、これは重要なことじゃないかなと思います。ただ、

そのフォローのタイミングがですね、おくれちゃったと。あるいはフォローする、その意思がなかったわけじゃないと私

は思ってます。ですから、できるだけまとまった、施行者としてまとまった審議会に対する答えをですね、タイミングよ

く出していただければ、先ほどのような議論がなかったんじゃないかというふうに思いますので、審議会の会長さんのほ

うから、よろしくお願いしたいと。結構時間がですね、審議会の時間が随分そこで割かれちゃうものですから。 

それと、もう一つはですね、この資料 3 というページで、換地設計において、基本的に考慮した項目についてと。これ

は大変大事な件だというふうに思いますんで、この中でですね、道路の幅員ですね。幹線と幹線の間は 6 メートルとし、

区画道路は幅員 5 メートルを基本とすると。別にこれ反対じゃございませんし、あれなんですが、これによってですね、

道路率、また減歩率、平均減歩率に係るのかということを、ひとつお伺いしたい。 

それから、街路構成の中の検討概要って真ん中辺にありますが、その中に隅切りの長さをですね、4 メートルから 3 メ

ートルに変更する。これはもう機能上差し支えないという視点だと思います。それによって、この括弧の中にですね、効

果面積約 500 平米相当と、500 平方メートル相当とあります。この 500 平方メートルという面積がですね、どういうとこ

ろへ使われるのか、どこへどう、この面積がですね、土地ですから、使われるのかというところを、こういう方向で、こ

の効果面積を使われてますよというところもあわせてですね、今度の見直し方針のところで出していただければと思いま

す。そういった資料ですね。 

それから、この今後の進め方についてなんですけども、資料 5の、この A3 の今後の進め方の中で、今やってるのは第 2

期第 3 回区画整理審議会から第 4 回区画整理審議会以降という部分にありますが、このところでなんですけど、第 4 回で

すが、これ以降は個人情報を含みということがありまして、非公開とするというスケジュールがございます。この非公開

とするという件と、先ほどご説明がありましたブロック別の説明という、その時系列的にですね、どういうふうな関係に

これがあるのかを、ちょっと教えてもらいたいと思います。 

 

会長（高本正彦君） どうぞ、区画整理事業課長。 

 

区画整理事業課長（阿部敏彦君） それでは、冒頭のですね、進め方につきましては、先ほどご説明しましたように、

基本方針（案）をまとめていく云々の公表の仕方について、先ほど島谷委員のほうから詭弁だというふうなご指摘もいた

だきましたけども、私は決して詭弁を使っているわけではございませんので、私どもはこの時期に合わせてですね、換地

設計そのもののほうの見直しを進めることが優先であるというような形で考えて、私どもは資料提供させていただいたと

ころでございますので、私自身が詭弁だとかと言われますとですね、大変、私もどのように答えていいのか、ちょっと返

答に窮するところでございますので、ご了解をいただきたいと思います。 

それ以外のですね、質問につきまして、例えば、減歩のお話でございますけれども、先ほど黒木委員も同じようなご質

問だったというふうに思いますけれども、現状におきましては、事業計画における 22.27（%）につきましての減歩率につ

きまして、今回の見直しによりまして区画街路を入れる、あるいは幅員構成を狭める、あるいは隅切り辺長を 4 メートル

から 3メートルにする。先ほど言われた減歩率、あるいは効果の面につきまして、例えば、500 平米、4メートルの隅切り

辺長を 3 メートルにすることによって、その効果は数値的には 500 平米ほど生まれますよということは、これは数字の問

題でございますけども、それがどの場所にどのように波及したかということではなくて、全体的に新たに公共施設として
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の道路がふえたとか、特殊道路がふえたとか、いろいろなケースが想定されますので、このブロックについてはこの部分

が減って、この部分がふえたんだなと。総体的に結果としての換地設計がまとまった段階でございますけれども、これに

ついては、今ご指摘をいただいた減歩率ですとか、そういうようなものについては正確に計算をしまして、お示しをして

いくという考えでございます。 

最後の、一番すごく問題で、私どもが非公開であることが妥当ではないかと、先ほどご説明をさせていただいたとおり、

これから説明をする内容につきまして、4 回以降はですね、すべて意見書に基づいて、どなたがどのような形の意見で、

現状はどのような形になってますよと。で、これは第 1 次案では、こういうふうに示しました。これを、この意見に対し

て、このように対応しましたというような形になりますので、個々、個人の権利者の方々の意見要望を審議するという形

になりますので、私どもとしては非公開が妥当ではないかというふうに申し上げているところでございます。 

これにつきまして、先ほど申し上げた中野委員の質問とも関連しますけれども、高低差の質問の内容につきましては、

現実に皆さんのほうに、第 1 エリアから第 6 エリアまで終了した段階で、高低差について、このぐらい、こういうふうな

形の高低差になりますよという説明を、どこのだれだれではございませんので、高低差の CG、基本的なイメージ図の説明

をしていくということになりますので、その中に個人情報云々というふうな形は含まれない。ただ、位置関係を見ると、

あの辺かなというふうなところは、これは、ご説明をする段階になれば、また審議会のほうにもご説明いたしますけれど

も、地域の中で、それだけの高低差があるというふうな形で申し上げれば、1 メートルぐらいの高低差ですよという場所

と、5 メートルぐらいの高低差ですよという話は、一応、周辺を見たときに、どこどこだというふうな形の判断はできま

すので、エリア的なご説明にしてまいりたいというふうに考えておりますので、個々の換地をですね、抽出をしてご説明

することは避けていきたいというふうに考えておりますので、個人情報とは当たらないのではないかというふうに考えて

おります。 

以上です。 

 

会長（高本正彦君） はい、どうぞ。神屋敷委員。 

 

委員（神屋敷和子君） 4 番・神屋敷です。 

先ほど加藤委員から、早く進めてほしいという人がいるというような意見もありましたけれども、11 月 25 日付で 50 名

の地権者から、この事業に協力しない旨の通告書というのが、また加算されまして、合計 366 名になっています。で、不

確実なモノレールを含んでいることとか、南北がはっきり分かれ、日影とひなたになるような街区分けであるとか、いろ

いろなことから、この事業に対しては反対が多いということは、もうはっきりしていることです。 

それで、審議委員としては、まあ、賛成の方もいるでしょう。だけれども、両者にとって公平であり、すごくわかりや

すい資料が出てきて、どうしてそうなったかという納得いくというようなものにしていかなきゃいけないと思うんですね。

で、だから早く、どんどんやってくれという言い方だと、それこそほんとうにお墨付きを与えるだけの隠れみのにされて

しまう審議委員になってしまうので、きちんと審議をしていく。それから資料がきちっと整っているということが大事だ

と思うんです。 

それで、今ね、進め方のところ。もう一つ、進め方のところで、街区のこととか、いろんな個人の意見について出てく

るので、審議委員に意見を求められると思うんですけれども、以前、集大成にして、きちっとした資料に基づいて、審議

委員がすぐわかるようにしたいということで、それは新井（前）会長さんのほうからも集大成という言葉が出てきていま

す。で、その中が 28 回に、新しい方にも渡されたと思いますけれども、資料は一部あるとは思うんですけれども、まだ墓

地跡のこととか、井戸のこととか、いろいろなそういう資料がね、なければ、意見は言えないと思うんですね。で、そこ

のところをきちっとしてほしい。 

で、その資料も、先ほど換地設計基準といろいろなものが、それは遵守するというふうにありましたけれども、資料 2

や資料 3、いろいろ見ておりますと、角地のことや何か出てきます。それで、28 回のところに配られた換地設計基準、そ

れから換地設計要領、換地設計（案）の資料表、こういうものの中にも、角地をどういうふうに扱うかということが出て

きています。で、そういうような資料もきちっとですね、まとめて、いろんなところにばらばらばらばらあって、この方

針（案）みたいに、「こうします」というような、「勘案します」とか、あいまいもことしたような言葉のものの中で、審

議委員がどう意見を言ったらいいかわからないような状態をつくるんじゃなくて、きちっとした資料を整えていただきた

い。その意見を言うという段階のまでに、それはやっていただきたいと私は思います。 

もちろん、その前に、さっきフロー図。何でしたっけ。宅盤の CG の説明や、立体図の説明や、そういうのもあるんだと

思いますけれども、それから全体図、街路のこととか、そういうのも、いろいろ公園のこととかあるんだと思いますけれ

ども、全体が見渡せる。あとマンション、堅固なビルの、いろいろ今まで出ましたよね、そういう資料が。そういうもの

をきちっとわかりやすい 1 冊にして渡していただかないと、責任持てる意見は言えないと思うんですね、審議委員は。 

以上ですが。 

 

会長（高本正彦君） ただいまのご意見というかご質問は、やっぱり審議委員として、権利者からいろんな質問があっ

たときにですね、耐えられる、そういう説明できるようなものが欲しいと、こういうことで、私わからないんですけど、

今までそういったものの資料というのは、一切施行者から出てないということでしょうか。 
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委員（神屋敷和子君） 4 番・神屋敷です。 

 

会長（高本正彦君） 簡潔にお願いします。 

 

委員（神屋敷和子君） 今まで、いろいろ、ばらばらばらばら出てて。 

 

会長（高本正彦君） 集大成したものとしてないということですか。 

 

委員（神屋敷和子君） そうですね。物をつくるということで、新井（前）会長さんのほうも言っていたんですね。だ

から、そうしないと、ばらばらでわからない。すみません。 

 

会長（高本正彦君） わかりました。 

それについて、施行者側、何か。 

ごめんなさい。ほかの委員さんで、今のことについてですね、何かご意見ございますか。はい、どうぞ、中野委員。 

 

委員（中野恒雄君） 私、第 1期からなんですけど、資料はですね、たくさん出ていると思うんですね。それぞれ、皆

さん、まあ、私は推進派ですから、そういう面ではですね、非常に過去ですね、いろんな、私、親がやってたもんで、そ

ういうの理解できるわけです。また、川崎地区のですね、旧の集落地にいる者も非常によく区画整理については理解して

いるわけですね。 

そういう中でですね、うちのほうで説明をというのは、新しい人たちには、いろいろ、機会があったら説明しているん

ですけど、その審議会の中ではですね、非常に多くの資料が出ていると思うんですね。近年になく、今回、こういう西口

のことですから、過去よりはたくさんの資料が出て、また、先進市といいますか、そういうやっているところの視察も、

非常に頻繁に、土地権利者の会という会がありますけど、非常によくやっている。 

それで、今回、非公開というような、4 回以降は非公開というようなことで、これもですね、非常に市の条例のいろん

な解釈を市から説明を受けているわけですから、これから、今後、個人情報も出ますんで、これ、ぜひとも非公開の中で

ですね、利害関係を見てきますんで、そういうものを非公開の中でやっていただきたいと私は思っております。 

 

会長（高本正彦君） はい。島谷委員。 

 

委員（島谷晴朗君） 3 番・島谷です。 

 ちょっと 3 点ほど、質問。 

 

会長（高本正彦君） 今の関係の質問ですか。 

 

委員（島谷晴朗君） あ、今ですか。あ、今の関連でね。はい。関連するかもわかりませんね。 

資料の 5、第 4 回区画整理審議会以降で、※印で個人情報を含み意思形成過程の情報となることから、非公開とする。

これもちょっとおかしいですよね。今、中野委員がおっしゃったんだけれども、それもちょっとおかしいところがありま

す。 

これ、意思形成過程といいますのは、市のほうでいろいろ計画を立てる、その意思形成過程であって、その意思形成過

程がなぜ非公開にならなくちゃいけないのか。これ、個人情報を含む、含まないものってあるんですね、これ。意思形成

過程で。だから、そういうのはどんどんね、公開したらいいんです。それが第 1 点。 

第 2点。高低差のですね、データが欲しいです。これは前にですね、これは個別説明で、そこに該当する人に説明する。

CG の関係もありまして、それも我々は見たいと思います。それは個別で見せるというような話を聞きました。 

これはね、審議委員としてはですね。高低差のデータと、それから個別に説明に出される、そういうデータも審議委員

には出してほしい。おそらく説明が終わってから、個別の説明が終わってから意見を聞くときに出すというような話のよ

うでした。それじゃあ、やっぱり遅いんでして、これはデータとして、なぜこれが必要かというと、審議委員も知ってな

いと、地権者が何を考えているかということはわからないですよね。だから、どういうことで地権者はこのこと、どうい

うことを地権者はこの高低差について考えているかというようなことを知りたいですね、審議委員として。だから、当然、

これ、データを見せてほしいし、それから CG についても見なくちゃいけないと思っています。 

それから、第 3点。 

 

会長（高本正彦君） 短めにお願いします。 

 

委員（島谷晴朗君） はい。 

第 3点は、資料の 4、それから……。あ、ごめんなさい。資料 3、資料 4。まず資料 3で、2)のところに「公園について」

とありますね。基本的に区画道路、公園、ポケットパークに墓地を、墓地跡地を公共用に配置する。ここにはね、井戸が
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入ってないんです、井戸が。前から、この井戸の問題が出ているんです。 

資料 4 もそうです。資料 4 の一番下のところに課題。墓地跡地は云々と書いて、ここにもやはり井戸が入ってない。こ

れは非常に気にしてるんです、権利者の方は。で、井戸は特に墓地よりもわかりづらい。それから、もう昔のことであっ

たらばですね、全く古老に聞かないとわからないというような、これ、早く図面にして出しなさいと言ってるけれども出

さない。個別のときに補償問題で各戸訪問するときに調べますなんて、それじゃ遅いですよね。だから、わかっているも

のとか、どんどん調べて出すようにしてもらいたい。この 3点です。 

 

会長（高本正彦君） はい、どうぞ。はい。管理課長、どうぞ。 

 

区画整理管理課長（石川直人君） それでは 1点目の会議の公開・非公開についてですけれども、先ほど事業課長のほ

うからも触れてご説明しておりましたが、今回、この非公開、4回以降ですね、非公開とさせていただきたいという根拠、

これにつきましてはですね、見直し。先ほど説明の中でも調書をごらんいただいたかと思うんですが、資料、参考資料の

図面 9ですとか、あるいは参考資料の図面 10、これらには個人の氏名、それから要望の趣旨が入っているわけでございま

す。それから、先ほどもございましたように、個々の権利者の方から出されております意見要望、こういった直接生の声

をですね、審議の席にお出しして、ご意見を伺っていくということになりますので、まさにですね、これは羽村市の個人

情報保護条例第 2 条第 3 号の個人情報の定義がございますけれども、この定義とですね、それから、この同条例の第 3 条

2 項で規定してます個人情報に該当いたします。また、羽村市の情報公開条例、これは第 7 条に規定してございますけれ

ども、不開示情報、これに該当いたします。いわゆる個人に関する情報でございます。この個人のプライバシーをですね、

最大限保護するためにですね、特定の個人を識別することができる情報、記録がされている、この今後の調書でございま

すけれども、そういうものが記録されておりますので、不開示としてまいりたいということで、事務局として考えており

ます。 

 以上でございます。 

 

会長（高本正彦君） ほかの。申しわけございません。もう時間も時間なんで。 

 

区画整理事業課長（阿部敏彦君） 2 点目、3点目につきましては、1点目につきましてはですね、今、管理課長のほう

がお答えをしてますので。 

2 点目、3点目の、2点目のですね、宅盤計画につきまして、先ほど申し上げましたように、年明けにはすべて作業は完

了いたしますので、その 1 の第 1 エリア、あるいは第 2 エリア、第 3エリアというふうな形で、順次、説明をしていく段

階におきましてですね、私どもの考え方としましては、後で審議会のほうに、その資料提供していくということは当然だ

というふうに思っております。 

墓地の問題でございますけども、これも……。すみません、井戸の問題ですね。 

井戸の問題につきましては、私ども市民生活安全課のほうで、すべて井戸調査がありまして、既存の資料がございます

ので、その資料に基づきまして対応していくというのが基本的な姿勢でございまして、それ以外にですね、昔ここに井戸

があったかどうかという調査は今の段階では行っておりませんけれども、換地設計を見直しを行っていく中でですね、そ

ういうようなご意見を伺えば、それに合わせてですね、対応していくという考えは必然的に持ってございますので、井戸

そのものについてのデータにつきましては、羽村市が持っているデータを最終的に精度的に換地の設計の中では生かして

ございますので、改めて必要に応じて、そういうようなものの意見があれば、私どもが対応していくという考えでござい

ます。 

 

会長（高本正彦君） はい。ちょっとお待ちください。時間もですね、もう 15 分過ぎておりますので、手短に、最後

の質問としてお受けしたいと思います。手短にお願いします。 

 

委員（神屋敷和子君） 4 番・神屋敷ですけれども。 

今、阿部課長さんがおっしゃったのは、以前出た市の資料に基づいた井戸なんだと思うんですけれども、それはもう 1

期の方は持っているのでわかっていますけれども、あれは市が、何ていうんですか、指定したというか、認めたというか、

井戸であって、ほかに個人で持っている井戸というのはたくさん、たくさんというか、ほかにもあるんですね。で、それ

はこの間、換地設計（案）を発表したときにも、いろいろな方から、お話がそちらのほうに行ったと思うんですけれども、

井戸の上に重なっているということであったと思うんですけれども、ほかにもあるわけなんです。で、それも、私のほう

もちょっと見たりしていますけれども、それはその地図に載っていないということがありますので、審議委員がね、どう

してわからなかったのっていうふうに、前回のときもありました。やっぱり、そういうのも無責任に、まあ、この人んち、

井戸でいいよという形の換地のものにしてはいけない。気にしている人がたくさんいるわけですから。ですから、そうい

う資料は、言われたらじゃなくて、やっぱり市のほうも歩いてですね、きちっと地図に載せる。 

それから、新井（前）会長さんもおっしゃってたとおり、今生きてらっしゃる方の知ってる範囲内の墓地に関しても調

べてほしいと。それで、そのときには、市の方からも、そういたしますというお返事を審議会の中でいただいているわけ

なんですね。ですから、きちっとその辺はやっていただいて、きちっとした資料を全部まとめた形で、28 回の資料の上に
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それを乗せて、1 期の方、持っていないのでね。95 条の特別宅地のことや何かも、どうしてそういうものに、堅固なマン

ションや何かの図とか、そういうの持っていないので、重要なものなんかは、そこに載せて、お配りすることが必要だ。

じゃなければ、きちっとした責任持てる意見は言えないと思うんですね。いろんな問題が出てきてしまうと思います。 

あともう一つ、ここの個人情報を含み、意思形成過程の情報となることから非公開とするって、ここに書いてあるんで

すけれども、本来、これは会長が決めることじゃないんですか。その審議会ごとに。これは市がここにこういう形で書く

ものでは私はないのではないかと思うんですけれども。 

 

会長（高本正彦君） 何かありますか。 

 

区画整理事業課長（阿部敏彦君） 条例で非公開の云々のプロセスを書いた資料でございまして、ここに書くのが云々

ではなくて、こういうふうな形になっておりますということをお示ししただけですので、当然のごとく、情報公開、非公

開にするのか公開にするのかは審議会で決めるべきことですけれども、私どもは情報公開条例に基づいて、資料を作成す

る段階で、こういうものの意思形成過程の段階のものは非公開に当たるというふうな形の認識ですから書いているだけで

ございまして、決して、私どもが非公開・公開をするというものではございませんので、ご理解ください。 

 

会長（高本正彦君） 管理課長から補足説明お願いします。 

 

区画整理管理課長（石川直人君） ただいまの事業課長のご説明ですが、まさにですね、今、先ほど私のほうからお話

し申し上げましたように、資料見ていただくとわかると思うんですけれども、個々人の意見要望について列挙してまいり

ます。これはですね、公開することによって、逆にですね、審議委員さんが自由な発言が、この中でしづらい、そういう

こともあるわけです。したがいまして、個人情報保護条例、あるいは情報公開条例に照らして、私ども事務局としても、

今後の審議については非公開としていきたいという考えでございます。 

以上でございます。 

 

会長（高本正彦君） どうぞ。 

 

委員（武政健太郎君） 傍聴のほうからですね、いろんな話が聞こえてくるんですが、会長、退席させてもらっても構

わないんじゃないですか。ちょっと……。正式な会議なんですので。 

 

会長（高本正彦君） ちょっと私も気がつかなかったもんで。 

傍聴の方、お静かにですね、傍聴していただく。あくまでも傍聴というのはわきで聞くということですから、発言は慎

んでいただきたいと。もし発言がさらに進むようでしたら退席願うことになりますので、よろしくお願いします。 

どうぞ。 

 

委員（島田俊男君） 3 番の島田なんですけど。 

参考図面の 4 なんですけどね、ちょっと見ていただきたい。 

ここに MAC コートとか、マンションがあるんですけど、この中にですね、これは堅固な建物ということで、保護。保護

という。私のほうで言わせると、保護っていう感じなんですよね。そのほかにですね、この区域の中にはたくさんの鉄筋

造りの建物があるんですけど、どうしてそういうところでね、分けたのか、ちょっと知りたいんです。 

 

会長（高本正彦君） ご回答できますか。はい、どうぞ。 

 

区画整理事業課長（阿部敏彦君） ただいまご質問いただきました資料 4 の図面の中で、 MAC コート II というのと、

右下にですね、ジョイム羽村というものと、ちょうど図面の左側の下側に第壱参コーワコーポ羽村というふうな形で、堅

固な建物につきましてですね、その取り扱いについてご意見をお聞きしたのが、第 1 期の審議会の中でも、今、島田委員

が言われるように、区域内の中には、まだ堅固な建物があるんじゃないかというご質問は確かにございました。その中で

ですね、現状におきます用途地域、あるいは幹線道路、あるいは区画道路の兼ね合いの中で、堅固な建物として、現状に

おいて、ここについては特別な配慮を講じるというふうな形で対応しているものでございまして、堅固な建物だから事業

の中から外すとか外さないとかということではございませんので、堅固な建物の中で配慮をしたのが、この 3 つの建物で

ございまして、審議会の意見の中でも、そういう意見はございましたけれども、換地設計の中で対応していくという。こ

れ以外の建物については換地設計の中で対応していくという考えになりますので、実際にですね、区画街路の位置関係、

あるいは道路関係によりましては、堅固な建物がそのままという状態のものが発生するかもしれませんけども、現状にお

きましては、この 3 つの建物については特別な扱いをするという形で決定をさせていただいておりますので、分譲マンシ

ョン、あるいはそういうような形については、用途地域の問題、あるいは減歩率の問題、あるいは容積率の問題等がそれ

ぞれ出てまいりますので、そういうようなものを加味しながら、この 3 つ以外は対応していきますよという形でございま

す。 
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以上です。 

 

会長（高本正彦君） はい。どうぞ。 

 

委員（島田俊男君） 分譲マンションの、今のお話あったと思うんですけど、賃貸ですね、そちらと何か区別があるん

ですか。 

 

区画整理事業課長（阿部敏彦君） 特別ですね、そういうあれではございませんけれども、分譲マンションであれば、

それぞれの区分所有で土地をお持ちなわけでございますから、そういうふうな形の考え方も 1 つあるのかなとは思います

けども、あくまでも事業計画上の中で、堅固な建物として私どもも抽出して、事業計画、その大枠の中で、影響度の少な

いものとして、この 3つを抽出をしているだけでございまして、賃貸マンションであろうと、分譲マンションであろうと、

今後、換地設計の中で、必要に応じて、それぞれ対応していくという基本的な考え方は変わりございません。 

以上です。 

 

会長（高本正彦君） 時間もかなり経過しておりまして、あと 1 人 2 人というか、1 問 2 問、質問を受けたいと思いま

す。どうぞ。島田委員。 

 

委員（島田俊男君） 用途地域の件なんですけど、27 街区と 28 街区ですね。ここのところが、現在、近隣商業地域な

んですけど、整理後は外れているわけなんですよね。何か意図があるんですか。 

 

区画整理事業課長（阿部敏彦君） 用途地域として、あるいは今後議論にもなっていくのかなと思いますけれども、地

区計画制度の導入。これは私どものほうの都市計画の部門で、区画整理で用途地域を決めるわけではございませんので、

あくまでも用途地域が現状に照らしたものの移行というふうな形でですね、先ほど参考資料の中でですね、土地利用の前

提条件の中で、機能の移設等か、そういうふうなお話はしてございますけれども、区画整理の中で、今後こういうふうな

区画割をしたときに、今、島田委員が言われたように、従前はその場所が近隣商業であったということであれば、近隣商

業の用途地域の指定の中にやはりしていかなければ、移行していかなければならないわけですね。従前が近隣商業の方が

住宅地の用途地域に飛ばすということは現況に即してないわけでございますから。ただ、27 街区が今後、近隣商業ではな

くて住宅地域になるのかどうかは、まだ決めてございませんので、決定をされてませんよね。ですから、これからそうい

うふうなものもあわせて決定をしてまいりますので、それとの整合は、今後、当然出てくるのかなと。ですから、機能の

変化の中でいけば、用途地域で近隣商業の方が近隣商業へ行く、住宅地域の方は一般的には住宅地域の中ですよというの

は、基本的な区画整理の中の考え方を示しているだけでございまして、今後、用途地域、あるいは地区計画の中で、すべ

て商業地域は要らないよというふうな権利者の意見になれば、すべてが住居地域になることもあり得るだろうし、逆に言

えば、土地利用の促進を図っていただいて、住居地域系に土地利用したいというふうな形になれば、その用途地域に変更

していくだろうというふうには思ってますけれども、あくまでも区画の考え方につきましては、今の現状の中の区画割は

こういう形で割ってございますよということでございまして、用途地域等につきましては、今後、決定されてまいります

ので、その際に、そのようなご意見が出てくるのかなという形については理解をしているところでございます。 

以上です。 

 

会長（高本正彦君） それでは、最後にしたいと思いますけれども。 

 

委員（神屋敷和子君） 幾つかまだあるんですけど、さっきの情報開示のこととか、今の用途地域のこととか、またち

ょっと次回続けて質問させていただけませんでしょうか。まだ、ずっと質問が。 

 

会長（高本正彦君） いや、それはわかりますけれども、皆さんの予定も、午後の予定もあるということでしょうし、

時間内に収めるべきところ、30 分もオーバーしているんですよね。 

 

委員（神屋敷和子君） 継続審議で、次回に。ちょっとまだわからない。質問したいこと、いっぱい書いてきたんです

けど、飛んじゃって、こう行っちゃったんで、できないところがあるんで、次回、……。 

 

会長（高本正彦君） それは個人的に、例えば、事務所のほうへ行ってですね、聞かれることで足りることでしたら。 

 

委員（島谷晴朗君） 語句の説明とか、そういうのであればいいが、そうでない。 

 

委員（神屋敷和子君） そうじゃないです。やっぱり議事録に残さなきゃだめ。 

 

会長（高本正彦君） 事務局のほうで、もう既に 12 時半回っておるんですけれども、時間的には、かなりオーバーし
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ています。 

ちょっと待って。それで、私としてはですね、次回、また続けての審議もあり得るなというふうにも思っておりますし、

そこのあたり、想定をしなくちゃいけないんで、何かご意見がございますか。 

 

委員（中野恒雄君） 非公開ですね。資料 5のですね、この非公開か公開するかということで賛否をとっていただきた

いと思うんですけど。 

 

委員（神屋敷和子君） まだ、それは。 

 

会長（高本正彦君） 資料 5って、どういうこと。 

 

委員（中野恒雄君） このところにですね、4 回以降は非公開にするというね。個人情報がありますので。いろいろな

個人情報、市の個人情報条例等、いろいろ説明を受けたし、いろんなことは、もう審議しているわけですから、今後起こ

り得る個人的な情報が出てきますので、ぜひとも、ここで賛否をとってですね、4 回。これからの審議会がスムーズにい

くためにはですね、ここで賛否をとっていただきたいと私は思っているんです。 

 

会長（高本正彦君） 賛否というのは、今後の審議会について非公開にすると、こういうことですか。 

 

委員（中野恒雄君） そうです。 

 

会長（高本正彦君） それは公開にする、非公開にする、決め打ちする必要ないと思うんですよ。で、内容によって、

その判断して非公開にする。 

さっき申し上げたように、途中でこれ以降は非公開にしますということも、やり方としてありますので、中身によって

仕分けすべきだと思います。で、すべてについて、この事柄については公開にする、非公開にするということで賛否をと

って決めるべき話ではないというふうに私は思います。 

大変時間がオーバーして、今日のところ、まだ議論尽くせないところがあるのかもわかりませんけれども、また次回、

引き続き、この話が続くのか、あるいは新しいことも含めてですね、新しい項目を含めて、今日の部分も振り返りながら

議論を進めて、深めていくべきだというふうに思いますので、本日のところは、これで散会することでいかがでしょうか。 

 

      （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

会長（高本正彦君） ありがとうございました。それでは、異議なしということで、今日のところはこれで散会という

ことでよろしいでしょうか。 

何か施行者のほうから。その他があるんですか。はい、どうぞ。 

 

区画整理管理課長（石川直人君） それでは、事務局のほうから提案をさせていただきたいと思います。 

実は今、第 4 回以降ということで、いろいろご意見を伺って、ご意見をいただいておりますが、継続という、今、お話

もございました。次回ですね、できましたら、12 月にですね、開催をさせていただきたいというふうに思っております。 

事務局のほうとして提案をさせていただくのが、まず 12 月の 22 日火曜日です。これは午前中、予定させていただきた

い。それから 12 月の 24 日木曜日、これは午後なんですけれども、この両日、どちらかに決めていただきたいと思います

けども、よろしくお願いいたします。 

 

会長（高本正彦君） 22 日と 24 日。22 日は午前中ですね。24 日は午後ということですが、いかがですか。何かご都合

が悪くてどうしてもということがありますれば。 

 

      「第 4回審議会日程の調整」 

 

会長（高本正彦君） 話が出ているのは 22 日の火曜日の午前と、あるいは 16 日の終日、22 日の午前中、24 日の午後

という候補が出ておりますけれども。16 日というのが、今、飛び込んできたんですけど、16 日はいかがですか。 

 

      「第 4回審議会日程の調整」 

 

会長（高本正彦君） それでは、再度確認させていただきます。16 日の午前、ご都合の悪い方は挙手願います。 

 

      ［挙手］ 
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会長（高本正彦君） 2 人ですね。お 2人。はい、わかりました。16 日の午前ですね。ご都合の悪い方。 

それでは、16 日の午後、ご都合の悪い方。 

 

      ［挙手］ 

 

会長（高本正彦君） 3 人。 

それでは、22 日の午前中、ご都合が悪い方。 

 

      ［挙手］ 

 

会長（高本正彦君） いらっしゃらない。ということで、22 日の午前ということで、次回、開催いたしますので、よろ

しくお願いします。22 日の午前です。会場は、ここでよろしいですか。 

 

区画整理管理課長（石川直人君） 会場はですね、この会場を予定しております。詳細につきましては、改めてご連絡

を申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

 

会長（高本正彦君） それでは……。 

 

委員（島田俊男君） お願いがあるんです。今の日程のことなんだけど、前もってわかってたら、前もって言っていた

だけたら。 

 

委員（島田俊男君） 今のね、来期の、次回のですね、審議会の予定ですね。事務局のほうでわかってたんだったら、

12 月にやるということが。一応、その旨ね、委員の方に全員に言っといていただければ、はっきりする。 

 

区画整理管理課長（石川直人君） 今、島田委員がおっしゃるとおりの部分があると思います。私ども事務局のほうで

も、最終的に日程を、会場あるいは、決めさせていただくのは会場、それから会長も都合がございます。それで、12 月に

開催したいという考え方を持ってたんですけれども、本日の会議、本日の会議の状況によって考えていきたいということ

でとらえておりましたものですから、今日、ご報告させていただく形になったんですけれども、次回、次回以降ですね、

これにつきましては、できるだけ早めに、日程のほうについてはお示ししながら、継続的な審議になると思いますので、

そういう方法で開催をさせていただきたいというふうに思ってます。 

以上でございます。 

 

会長（高本正彦君） それでは、本日の会議は閉会としたいと思います。長い間、どうもご苦労さまでした。 
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